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六
　
清

代

刑

事

裁

判

関

連

史

料

高

遠

拓

児

総

説

　
本
稿
で
は
、
清
代
に
お
け
る
刑
事
裁
判
文
書
の
実
例
と
し
て
『
秋
審
招
冊
』
の
事
案
二
件
を
紹
介
し
、
こ
れ
と
関
連
す
る
『
大
清
律
例
』

の
律
条
お
よ
び
『
大
清
会
典
』
の
記
事
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上
げ
る
。
ま
ず
こ
の
総
説
で
は
、
清
代
の
刑
罰
・
裁
判
の
概
略
を
述
べ
て
お
き

た
い
。

　
清
代
の
刑
罰
は
、
清
律
の
冒
頭
に
規
定
さ
れ
る
笞
・
杖
・
徒
・
流
・
死
の
五
刑
を
基
本
と
し
て
運
用
さ
れ
た
。
五
刑
は
、
さ
ら
に
笞
一

十
・
笞
二
十
・
笞
三
十
・
笞
四
十
・
笞
五
十
の
よ
う
に
細
か
く
分
け
ら
れ
、
い
か
な
る
犯
罪
に
ど
の
刑
罰
が
適
用
さ
れ
る
か
は
、
律
例
に

明
記
さ
れ
、
官
僚
が
裁
判
を
担
当
す
る
際
に
量
刑
の
幅
を
与
え
な
い
絶
対
的
法
定
刑
主
義
が
取
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
清
代
に
は
こ
の
五

刑
以
外
の
刑
罰
と
し
て
、
罪
人
に
首
枷
を
は
め
て
一
定
期
間
衆
人
に
晒
す
枷
号
、
流
刑
よ
り
さ
ら
に
遠
方
・
辺
境
へ
配
流
す
る
充
軍
、
新

疆
な
ど
へ
の
配
流
と
労
役
を
組
み
合
わ
せ
た
発
遣
な
ど
も
行
わ
れ
た
。

　
清
代
の
裁
判
で
は
、
五
刑
の
う
ち
笞
・
杖
を
科
す
事
案
は
州
県
自
理
の
案
と
呼
ば
れ
、
地
方
の
場
合
、
州
・
県
の
段
階
で
結
審
の
う
え
、

刑
の
執
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
方
、
徒
以
上
の
刑
罰
に
相
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
州
・
県
の
ま
と
め
た
判
決
原
案
は
府
に
上

申
さ
れ
、
そ
の
覆
審
を
経
る
必
要
が
あ
っ
た
。
府
は
そ
の
原
案
を
諒
と
す
る
と
、
今
度
は
そ
れ
を
省
の
刑
名
を
掌
る
按
察
司
に
上
申
し
、
按
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察
司
も
ま
た
覆
審
の
う
え
、
省
の
長
官
で
あ
る
督
撫
に
上
申
し
て
そ
の
覆
審
を
仰
い
だ
。
こ
の
よ
う
に
行
政
機
構
の
上
下
関
係
に
沿
っ
て

覆
審
を
重
ね
て
ゆ
く
仕
組
み
の
こ
と
を
、
滋
賀
秀
三
氏
は
必
要
的
覆
審
と
命
名
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
督
撫
の
段
階
で
結
審
で
き
る
の
は
人

命
事
案
以
外
の
徒
ま
で
と
さ
れ
、
人
命
に
か
か
わ
る
徒
と
流
以
上
に
相
当
す
る
事
案
に
つ
い
て
は
、
督
撫
は
さ
ら
に
中
央
に
判
決
案
を
送

ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
中
央
で
は
徒
・
流
に
つ
い
て
は
刑
部
が
結
審
し
、
絞
・
斬
の
死
刑
に
つ
い
て
は
刑
部
・
都
察
院
・
大
理
寺
の
長

官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
三
法
司
と
い
う
会
議
体
（
清
末
に
は
刑
部
単
独
に
変
更
）
の
覆
審
を
経
た
の
ち
、
皇
帝
の
裁
可
に
よ
っ
て
よ
う
や

く
判
決
が
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
罪
人
に
科
さ
れ
る
刑
罰
が
定
ま
り
、
そ
の
後
は
そ
れ
ぞ
れ
の
執
行
手
続
き
に
進
む
こ
と
と
な
っ
た
。
し

か
し
、
死
刑
に
つ
い
て
は
そ
の
ま
ま
執
行
手
続
き
に
移
る
も
の
（
こ
れ
を
立
決
と
い
う
）
と
、
執
行
を
し
ば
ら
く
猶
予
し
、
改
め
て
執
行
お

よ
び
減
刑
の
可
否
を
問
う
秋
審
・
朝
審
に
か
け
ら
れ
る
も
の
（
こ
れ
を
監
候
と
い
う
。
と
く
に
地
方
監
獄
の
罪
囚
を
対
象
と
す
る
も
の
を
秋
審
、
北

京
の
監
獄
の
罪
囚
を
対
象
と
す
る
も
の
を
朝
審
と
呼
ぶ
）
に
分
け
ら
れ
た
。
こ
の
う
ち
秋
審
で
は
、
再
び
地
方
段
階
か
ら
覆
審
が
繰
り
返
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
地
方
で
は
督
撫
・
布
政
使
・
按
察
使
等
の
地
方
高
官
を
集
め
た
会
議
で
、
罪
人
の
処
遇
を
情
実
（
執
行
妥
当
）、
緩
決
（
執

行
延
期
）、
可
矜
（
減
刑
妥
当
）
等
に
分
類
し
た
。
こ
の
地
方
秋
審
の
原
案
は
、
中
央
の
高
官
を
集
め
た
九
卿
会
審
と
い
う
大
規
模
な
会
議
体

に
か
け
ら
れ
、
そ
の
結
論
は
皇
帝
に
届
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
皇
帝
は
、
九
卿
会
審
で
情
実
と
さ
れ
た
罪
人
を
、
処
刑
す
る
者
と
な
お
執
行

を
猶
予
す
る
者
と
に
分
け
、
こ
こ
で
処
刑
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
の
み
が
死
刑
の
実
刑
を
科
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
情
実
と
さ
れ
た
罪
人
の

う
ち
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
者
お
よ
び
緩
決
と
さ
れ
た
罪
人
は
、
そ
の
ま
ま
各
地
の
監
獄
に
て
翌
年
の
秋
審
を
待
つ
こ
と
と
な
り
、
可
矜
の

罪
人
は
減
刑
の
手
続
き
に
回
さ
れ
た
。
ま
た
複
数
年
に
わ
た
っ
て
緩
決
を
繰
り
返
し
た
罪
人
に
つ
い
て
も
減
刑
の
道
が
開
け
る
場
合
が
あ
っ

た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
制
度
の
帰
結
と
し
て
、
清
代
の
監
獄
に
は
、
多
数
の
監
候
死
刑
囚
が
長
期
監
禁
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

こ
の
長
期
監
禁
そ
の
も
の
が
刑
罰
的
機
能
を
果
た
す
こ
と
と
も
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
清
代
の
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
は
、
各
種
各
様
の
具
体
的
案
例
が
残
さ
れ
て
い
る
。
膨
大
な
檔
案
類
の
な
か
に
は
裁
判
文
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書
も
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
『
刑
案
匯
覧
』
や
『
駁
案
新
編
』
を
は
じ
め
と
す
る
刑
事
裁
判
の
案
例
（
刑
案
）
を
専
門
に
ま
と
め
た
編
纂

物
も
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
、
実
録
の
よ
う
な
編
纂
史
料
に
も
、
し
ば
し
ば
裁
判
関
連
の
記
録
が
含
ま
れ
て
お
り
、
清
代
の
史
料
に
広
く

目
を
通
し
て
い
れ
ば
、
随
所
で
刑
罰
や
裁
判
に
関
わ
る
記
事
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
清
代
の
刑
事
裁

判
に
関
す
る
記
録
の
具
体
例
と
し
て
、『
秋
審
招
冊
』
と
い
う
史
料
に
含
ま
れ
る
案
例
を
二
件
紹
介
す
る
（【
史
料
I
】【
史
料
II
】）。
こ
の
史

料
は
表
題
の
と
お
り
、
秋
審
の
過
程
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
個
々
の
罪
人
に
監
候
の
判
決
が
下
さ
れ
る
ま
で
の
経
緯
も
ま
と

め
ら
れ
て
お
り
、
清
朝
の
日
常
的
な
重
案
審
理
の
プ
ロ
セ
ス
を
把
握
す
る
の
に
好
都
合
な
素
材
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
案
例

で
は
、『
大
清
律
例
』
が
適
用
さ
れ
て
罪
人
に
対
す
る
刑
罰
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
律
例
に
依
拠
し
た
裁
判
の
様
子
も
明
瞭
に
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、【
史
料
I
】【
史
料
II
】
に
続
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
で
適
用
さ
れ
た
『
大
清
律
例
』
の
律
条
を
取

り
上
げ
る
（【
史
料
III
】【
史
料
IV
】）。
そ
し
て
最
後
に
監
獄
に
つ
い
て
述
べ
た
『
大
清
会
典
』
の
記
事
を
紹
介
す
る
（【
史
料
V
】）。

一
　『
秋

審

招

冊
』

【
解
題
】

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
『
秋
審
招
冊
』
と
呼
ば
れ
る
史
料
は
、
総
説
に
て
述
べ
た
秋
審
の
手
続
き
の
う
ち
、
九
卿
会
審
の
参
加
官
僚
に
配

布
さ
れ
た
書
類
で
あ
る
。
こ
の
『
秋
審
招
冊
』
に
は
、
秋
審
の
対
象
と
な
っ
た
事
案
に
監
候
判
決
が
下
る
ま
で
の
経
緯
と
、
そ
の
後
の
地

方
秋
審
の
結
論
が
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
清
朝
の
日
常
的
な
重
案
審
理
の
様
子
を
伝
え
て
く
れ
る
好
個
の
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

現
在
、
日
本
国
内
で
は
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
・
中
央
大
学
図
書
館
・
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
大
木
文
庫
・
東
洋
文
庫
が
そ
の

実
物
を
収
蔵
し
て
い
る
。
ま
た
、
楊
一
凡
編
『
清
代
秋
審
文
献
』（
北
京
、
中
国
民
主
法
制
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
に
も
『
秋
審
招
冊
』
が
含

ま
れ
て
お
り
、
そ
の
書
名
や
内
容
か
ら
大
木
文
庫
の
招
冊
と
同
一
の
本
を
影
印
収
録
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、『
秋
審
招
冊
』
の
よ
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り
詳
細
な
解
説
や
書
影
に
つ
い
て
は
、［
高
遠
二
〇
〇
四
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
以
下
で
は
、
中
央
大
学
図
書
館
蔵
『
秋
審
招
冊
』
か
ら
、
光
緒
二
〇
年
（
一
八
九
四
）
と
、
光
緒
二
九
年
（
一
九
〇
三
）
の
秋
審
事
案
を

紹
介
す
る
。

【
史
料
I
】

『
秋
審
招
冊
』
江
西
司
第
七
冊
「
李
潰
洲
致
傷
小
功
服
兄
李
潰
濚
身
死
一
案
」

① 

原 

文
（
文
中
の
□
は
史
料
の
印
刷
不
鮮
明
に
よ
り
判
読
不
能
）

　
　
　

江
西
司

　

一
起
。
斬
犯
壹
名
李
潰
洲
、
年
貳
拾
伍
歲
、
係
江
西
廣
信
府
上
饒
縣
人
。
據
江
西
巡
撫
德
馨
審
得
、
李
潰
洲
致
傷
小
功
服
兄
李
潰
濚

身
死
一
案
、
將
李
潰
洲
依
律
擬
斬
立
決
。
等
因
。
光
緖
拾
捌
年
閏
陸
月
拾
玖
日
題
、
玖
月
貳
拾
貳
日
奉

旨
、
三
法
司
核
擬
具
奏
。
欽
此
。
該
臣
等
會
同
都
察
院
・
大
理
寺
會
看
得
。
李
潰
洲
與
小
功
服
兄
李
潰
濚
素
睦
無
嫌
。
李
潰
濚
借
欠
李

潰
洲
錢
柒
百
文
、
屢
索
無
償
。
光
緖
拾
陸
年
閏
貳
月
拾
柒
日
。
李
潰
洲
持
鐵
斧
、
在
門
首
劈
柴
、
撞
見
李
潰
濚
走
至
、
向
索
前
欠
。

李
潰
濚
斥
罵
不
應
攔
路
索
債
、
李
潰
洲
分
辯
、
致
相
爭
鬧
。
李
潰
濚
趕
毆
、
李
潰
洲
携
斧
迯
走
。
李
潰
濚
趕
向
奪
取
、
李
潰
洲
執

住
斧
柄
求
饒
、
不
期
李
潰
濚
奪
斧
勢
猛
、
斧
口
向
上
、
致
碰
傷
李
潰
濚
右
耳
連
耳
根
。
倒
地
、
逾
時
殞
命
。
報
驗
、
獲
犯
。
審
供

不
諱
。
查
李
潰
洲
致
傷
小
功
兄
李
潰
濚
身
死
、
核
其
情
節
、
傷
由
誤
碰
、
死
出
不
虞
。
尙
非
有
心
干
犯
。
惟
係
小
功
兄
服
制
攸
關
、

仍
應
按
律
問
擬
。
李
潰
洲
合
依
卑
幼
毆
本
宗
小
功
兄
死
者
斬
律
、
擬
斬
立
決
。
查
李
潰
洲
於
光
緖
拾
捌
年
肆
月
初
貳
日
患
病
、
至

伍
月
初
貳
日
病
痊
。
計
扣
病
限
壹
個
月
、
所
有
承
審
遲
延
職
名
交
與
吏
部
、
照
例
議
處
。
合
倂
聲
明
。
等
因
。
光
緖
拾
玖
年
肆
月

拾
貳
日
題
、
拾
肆
日
奉

旨
。
李
潰
洲
改
爲
應
斬
、
著
監
候
秋
後
處
決
、
餘
依
議
。
欽
此
。
咨
行
江
西
巡
撫
將
李
潰
洲
監
候
、
在
案
。
恭
逢
光
緖
貳
拾
年
捌
月
拾
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陸
日

恩
詔
、
經
刑
部
奏
明
不
准
援
免
。

　
　

光
緖
貳
拾
年
秋
審
。
據
江
西
巡
撫
德
馨
會
看
得
。
李
潰
洲
與
小
功
堂
兄
李
潰
濚
無
嫌
。
李
潰
濚
向
該
犯
借
用
錢
文
、
約
期
歸
還
、
屆

期
屢
索
無
償
。
嗣
該
犯
手
拏
鐵
斧
、
在
門
前
劈
柴
、
適
李
潰
濚
路
過
、
該
犯
見
向
李
索
前
欠
。
李
潰
濚
斥
罵
不
應
攔
路
□
債
。
該

犯
分
辯
爭
鬧
。
李
潰
濚
生
氣
趕
毆
傷
、
該
犯
携
斧
迯
走
、
李
潰
濚
趕
上
奪
取
該
犯
手
內
鐵
斧
、
該
犯
執
住
斧
柄
求
饒
、
李
潰
濚
奪

斧
勢
猛
、
不
期
斧
口
向
上
、
碰
傷
李
潰
濚
右
耳
連
耳
根
。
倒
地
、
移
時
殞
命
。
傷
由
死
者
奪
斧
碰
傷
、
死
出
不
虞
。
尙
非
無
故
逞

兇
干
犯
。
惟
死
係
小
功
堂
兄
服
制
攸
關
。
李
潰
洲
應
情
實
。
等
因
。
具
題
、
奉

旨
。
三
法
司
知
衜
。

② 

訓 

読

江
西
司
一
起
。
斬
犯
壹
名
李
潰
洲
、
年
貳
拾
伍
歲
、
江
西
廣
信
府
上
饒
縣
人
に
係
る
。
江
西
巡
撫
德
馨
の
審
べ
得
た
る
「
李
潰
洲
が
小
功

服
兄
李
潰
濚
を
致
傷
し
身
死
せ
し
め
し
一
案
」
に
據
り
、
李
潰
洲
を
律
に
依
り
斬
立
決
に
擬
す
。
等
の
因
。
光
緖
拾
捌
年
閏
陸
月
拾
玖
日

題
し
、
玖
月
貳
拾
貳
日
奉
旨
す
。「
三
法
司
核
擬
具
奏
せ
よ
」
と
。
此
れ
を
欽
め
り
。
該
臣
等
、
都
察
院
・
大
理
寺
と
會
同
し
會
看
し
て
得

た
り
。
李
潰
洲
は
小
功
服
兄
李
潰
濚
と
素
よ
り
睦
ま
じ
く
嫌
無
し
。
李
潰
濚
は
李
潰
洲
の
錢
柒
百
文
を
借
欠
し
、
屢
々
索も

と

む
る
も
償
ふ
無

し
。
光
緖
拾
陸
年
閏
貳
月
拾
柒
日
。
李
潰
洲
は
鐵
斧
を
持
ち
、
門
首
に
在
っ
て
柴ま

き

を
劈わ

る
に
、
李
潰
濚
の
走
至
す
る
を
撞
見
し
、
向
か
ひ

て
前
欠
を
索
む
。
李
潰
濚
は
路
を
攔さ

へ
ぎり
て
索
債
す
べ
か
ら
ず
と
斥
罵
し
、
李
潰
洲
は
分
辯
し
、
相た
が

ひ
に
爭
鬧
を
致
す
。
李
潰
濚
は
趕
毆
し
、

李
潰
洲
は
斧
を
携
へ
て
迯
走
せ
ん
と
す
。
李
潰
濚
は
趕
向
し
て
奪
取
せ
ん
と
し
、
李
潰
洲
は
斧
の
柄
を
執
住
し
て
饒ゆ

る

し
を
求
め
る
も
、
期

せ
ず
し
て
李
潰
濚
の
斧
を
奪
は
ん
と
す
る
勢
い
猛
だ
け
し
く
、
斧
口
上
を
向
き
、
李
潰
濚
の
右
耳
よ
り
耳
根
に
連
な
る
を
碰
傷
す
る
を
致

す
。
地
に
倒
れ
、
時
逾こ

へ
殞
命
す
。
報
せ
て
驗
し
、
獲
犯
す
。
審
供
は
諱か
く

さ
れ
ず
。
查
す
る
に
、
李
潰
洲
、
小
功
兄
李
潰
濚
を
致
傷
し
身

死
せ
し
む
る
も
、
其
の
情
節
を
核し

ら

ぶ
る
に
、
傷
は
誤
碰
に
由
り
、
死
は
不
虞
よ
り
出
づ
。
尙
ほ
有こ

心い

に
干
犯
す
る
に
非
ず
。
惟
だ
小
功
兄
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の
服
制
關
は
る
攸と
こ
ろに
係
り
、
仍
ほ
應
に
律
に
按
じ
て
問
擬
す
べ
し
。
李
潰
洲
は
合ま
さ

に
「
卑
幼
の
本
宗
小
功
兄
を
毆
し
て
死こ
ろ

す
者
は
斬
の
律
」

に
依
り
、
斬
立
決
に
擬
す
べ
し
。
查
す
る
に
李
潰
洲
は
光
緖
拾
捌
年
肆
月
初
貳
日
に
病
を
患
い
、
伍
月
初
貳
日
に
至
り
病
痊い

ゆ
。
病
限
壹

個
月
を
計
扣
し
、
所あ

ら

有ゆ
る

承
審
遲
延
せ
し
職
名
は
吏
部
に
交
與
し
、
例
に
照
ら
し
て
議
處
す
。
合
倂
し
て
聲
明
す
。
等
の
因
。
光
緖
拾
玖
年

肆
月
拾
貳
日
題
し
、
拾
肆
日
旨
を
奉
ず
。「
李
潰
洲
は
改
め
て
應
に
斬
と
し
監
し
て
秋
後
を
候ま

ち
處
決
せ
し
む
べ
し
と
爲
す
。
餘
は
議
に
依

れ
」
と
。
此
れ
を
欽
め
り
。
江
西
巡
撫
に
咨
行
し
李
潰
洲
を
監
候
と
し
、
案
に
在
り
。
恭
み
て
光
緖
貳
拾
年
捌
月
拾
陸
日
の
恩
詔
に
逢
ふ

も
、
刑
部
の
奏
明
を
經
て
援
免
を
准
さ
れ
ず
。
光
緖
貳
拾
年
秋
審
。
江
西
巡
撫
德
馨
の
會
看
し
て
得
た
る
に
據
る
。
李
潰
洲
は
小
功
堂
兄

李
潰
濚
と
嫌
無
し
。
李
潰
濚
は
該
犯
に
向
か
ひ
て
錢
文
を
借
用
し
、
期
を
約
し
て
歸
還
せ
ん
と
す
。
期
に
屆
き
屢
々
索
む
る
も
償
ふ
無
し
。

嗣の
ち

に
該
犯
、
手
に
鐵
斧
を
拏と

り
、
門
前
に
在
っ
て
柴ま
き

を
劈わ

る
に
、
適た
ま

々
李
潰
濚
路
過
し
、
該
犯
は
見
て
李
〔
潰
濚
〕
に
向
か
ひ
て
前
欠
を

索
む
。
李
潰
濚
は
路
を
攔
り
□
債
す
べ
か
ら
ず
と
斥
罵
し
、
該
犯
は
分
辯
し
、
爭
鬧
す
。
李
潰
濚
は
生
氣
し
趕
毆
し
て
傷
つ
け
、
該
犯
は

斧
を
携
え
迯
走
せ
ん
と
す
。
李
潰
濚
は
趕
上
し
て
該
犯
の
手
の
內
の
鐵
斧
を
奪
取
せ
ん
と
し
、
該
犯
は
斧
の
柄
を
執
住
し
て
饒ゆ

る

し
を
求
め

る
も
、
李
潰
濚
の
斧
を
奪
は
ん
と
す
る
勢
い
猛
だ
け
し
く
、
期
せ
ず
し
て
斧
口
上
を
向
き
、
李
潰
濚
の
右
耳
よ
り
耳
根
に
連
な
る
を
碰
傷

す
。
地
に
倒
れ
、
時
を
移
し
て
殞
命
す
。
傷
は
死
者
の
斧
を
奪
は
ん
と
す
る
に
由
る
碰
傷
に
し
て
、
死
は
不
虞
よ
り
出
づ
。
尙
ほ
故
無
く

兇
を
逞た

く
まし
う
し
て
干
犯
す
る
に
非
ず
。
惟
だ
死
は
小
功
堂
兄
の
服
制
の
關
は
る
攸と
こ
ろに
係
る
。
李
潰
洲
は
應
に
情
實
た
る
べ
し
。
等
の
因
。
具

題
し
、
旨
を
奉
ず
。「
三
法
司
知
衜
せ
よ
」
と
。

③ 

語 

釈

〈
擬
〉
律
例
に
依
拠
し
て
罪
を
定
め
る
こ
と
。　〈
小
功
服
兄
〉・〈
小
功
兄
〉・〈
小
功
堂
兄
〉
い
ず
れ
も
自
分
よ
り
年
長
の
ま
た
い
と
こ
を
指

す
。
小
功
は
喪
服
制
度
上
の
用
語
で
、
五
か
月
の
喪
に
服
す
関
係
を
言
う
。　〈
審
供
不
諱
〉
審
べ
て
得
た
供
述
に
隠
し
ご
と
は
な
い
。
包

み
隠
さ
ず
白
状
さ
せ
た
こ
と
を
示
す
常
套
句
。　〈
服
制
〉
喪
服
制
度
。　〈
卑
幼
毆
本
宗
小
功
兄
死
者
斬
律
〉『
大
清
律
例
』
刑
律
・
闘
殴

「
毆
大
功
以
下
尊
長
」
の
規
定
を
指
す
（【
史
料
III
】
参
照
）。　〈
監
候
秋
後
處
決
〉
監
候
判
決
で
用
い
ら
れ
る
常
套
句
。
監
禁
し
て
立
秋
後
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を
待
っ
て
処
刑
す
る
の
意
。　〈
恩
詔
〉
恩
赦
の
一
種
。

④ 
和 

訳

　
江
西
司
の
一
件
。
斬
犯
一
名
李
潰
洲
、
年
は
二
五
歳
、
江
西
広
信
府
上
饒
県
の
人
で
あ
る
。

　
江
西
巡
撫
徳
馨
の
審
理
し
た
「
李
潰
洲
が
小
功
服
兄
李
潰
濚
を
傷
つ
け
死
亡
さ
せ
た
一
案
」
に
拠
る
と
、
李
潰
洲
を
律
に
依
拠
し
て
斬

立
決
と
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
光
緒
一
八
年
（
一
八
九
二
）
閏
六
月
一
九
日
に
具
題
し
、
九
月
二
二
日
に
「
三
法
司
は
〔
江
西
巡
撫

の
〕
原
擬
を
覆
審
し
て
具
奏
せ
よ
」
と
の
旨
を
承
け
た
。

　〔
刑
部
の
〕
臣
等
が
、
都
察
院
・
大
理
寺
と
集
ま
っ
て
審
議
し
た
結
論
は
以
下
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
李
潰
洲
は
小
功
服
兄
李
潰
濚
と

平
素
よ
り
仲
が
良
く
憎
み
合
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
李
潰
濚
は
李
潰
洲
の
銭
七
〇
〇
文
を
借
り
、
し
ば
し
ば
催
促
さ
れ
た
が
返

済
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
光
緒
一
六
年
（
一
八
九
〇
）
閏
二
月
一
七
日
、
李
潰
洲
が
鉄
斧
を
持
ち
、
門
前
で
薪
を
割
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
李
潰

濚
が
歩
い
て
く
る
の
を
見
か
け
て
、〔
李
潰
濚
に
〕
対
し
て
前
の
借
金
の
返
済
を
求
め
ま
し
た
。
李
潰
濚
は
道
を
さ
え
ぎ
っ
て
借
金
の
催
促

を
す
る
な
と
叱
り
罵
り
、
李
潰
洲
は
弁
解
し
、
相
互
に
諍
い
と
な
り
ま
し
た
。
李
潰
濚
が
殴
り
か
か
っ
て
き
た
の
で
、
李
潰
洲
は
斧
を
携

え
て
逃
走
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
李
潰
濚
は
追
い
か
け
て
〔
斧
を
〕
奪
い
取
ろ
う
と
し
、
李
潰
洲
は
斧
の
柄
を
摑
ん
で
許
し
を
求
め
ま
し

た
が
、
期
せ
ず
し
て
李
潰
濚
の
斧
を
奪
お
う
と
す
る
勢
い
が
強
く
、
斧
の
刃
先
が
上
を
向
い
て
、
李
潰
濚
の
右
耳
か
ら
耳
の
付
け
根
に
か

け
て
ぶ
つ
か
っ
て
傷
つ
け
ま
し
た
。〔
李
潰
濚
は
〕
地
に
倒
れ
、
し
ば
ら
く
し
て
死
亡
し
た
の
で
す
。〔
官
に
〕
報
告
が
届
く
と
験
屍
を
実

施
し
、
犯
人
を
逮
捕
い
た
し
ま
し
た
。
取
り
調
べ
て
得
た
供
述
に
隠
し
ご
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
調
べ
た
と
こ
ろ
、
李
潰
洲
は
小
功
兄
李

潰
濚
を
傷
つ
け
て
死
亡
さ
せ
ま
し
た
が
、
そ
の
事
情
を
考
察
す
る
に
、
傷
は
誤
っ
て
ぶ
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
死
は
思
い
が
け
ず
生
じ

た
事
柄
で
す
。
な
お
故
意
に
罪
を
犯
し
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
だ
小
功
兄
の
服
制
に
関
わ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
な
お
ま
さ
に

律
に
照
ら
し
て
罪
を
定
め
る
べ
き
で
ご
ざ
い
ま
す
。
李
潰
洲
は
ま
さ
に
「
卑
幼
の
本
宗
小
功
兄
を
殴
し
て
殺
害
し
た
者
は
斬
と
す
る
律
」

に
依
拠
し
て
、
斬
立
決
と
す
べ
き
で
す
。
調
べ
た
と
こ
ろ
、
李
潰
洲
は
光
緒
一
八
年
（
一
八
九
二
）
四
月
二
日
に
病
気
に
か
か
り
、
五
月
二
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日
に
回
復
し
て
お
り
ま
す
。
病
気
に
か
か
っ
て
い
た
一
か
月
を
差
し
引
い
て
、
審
理
を
担
当
し
て
期
限
に
遅
れ
た
す
べ
て
の
官
職
・
姓
名

は
吏
部
に
通
知
し
て
、
例
に
照
ら
し
て
処
分
さ
せ
ま
す
。
併
せ
て
申
し
上
げ
ま
す
。〔
三
法
司
は
〕
光
緒
一
九
年
（
一
八
九
三
）
四
月
一
二

日
に
具
題
し
、
一
四
日
に
「
李
潰
洲
は
ま
さ
に
斬
と
し
監
禁
し
て
立
秋
後
を
ま
っ
て
処
決
す
べ
し
と
改
め
る
。
そ
の
他
の
事
柄
は
覆
議
の

通
り
に
せ
よ
」
と
の
旨
を
承
け
た
。
江
西
巡
撫
に
咨
文
を
送
っ
て
李
潰
洲
を
監
候
と
さ
せ
、
記
録
に
残
し
た
。

　
光
緒
二
〇
年
（
一
八
九
四
）
八
月
一
六
日
に
恩
詔
を
承
け
た
が
、
刑
部
の
上
奏
に
よ
っ
て
、〔
恩
詔
を
〕
援
引
し
て
の
刑
の
減
免
の
対
象

と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　
光
緒
二
〇
年
（
一
八
九
四
）
の
秋
審
。
江
西
巡
撫
徳
馨
が
会
審
し
た
結
論
に
拠
る
と
以
下
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
李
潰
洲
は
小
功
堂
兄

李
潰
濚
と
憎
み
合
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
李
潰
濚
は
該
犯
（
李
潰
洲
）
に
銭
文
を
借
り
、
期
日
を
決
め
て
返
済
す
る
こ
と
に
し
て

お
り
ま
し
た
。
期
日
に
な
り
〔
李
潰
洲
は
〕
し
ば
し
ば
催
促
し
た
が
返
済
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
の
ち
に
該
犯
が
手
に
鉄
斧
を
持
っ
て
、
門

前
で
薪
を
割
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
李
潰
濚
が
道
を
通
り
か
か
り
、
該
犯
は
こ
れ
を
見
て
李
〔
潰
濚
〕
に
先
の
借
金
の
返
済
を
求

め
ま
し
た
。
李
潰
濚
は
道
を
さ
え
ぎ
っ
て
□
債
す
べ
き
で
は
な
い
と
叱
り
罵
り
、
該
犯
は
弁
解
し
、
諍
い
と
な
り
ま
し
た
。
李
潰
濚
は
怒
っ

て
殴
り
か
か
っ
て
傷
つ
け
た
の
で
、
該
犯
は
斧
を
携
え
て
逃
走
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
李
潰
濚
は
追
い
か
け
て
該
犯
が
手
に
し
て
い
た
鉄

斧
を
奪
い
取
ろ
う
と
し
、
該
犯
は
斧
の
柄
を
摑
ん
で
許
し
を
求
め
ま
し
た
が
、
李
潰
濚
の
斧
を
奪
お
う
と
す
る
勢
い
が
強
く
、
期
せ
ず
し

て
斧
の
刃
先
が
上
を
向
い
て
、
李
潰
濚
の
右
耳
か
ら
耳
の
付
け
根
に
か
け
て
ぶ
つ
か
っ
て
傷
つ
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。〔
李
潰
濚
は
〕
地
に

倒
れ
、
間
も
な
く
死
亡
い
た
し
ま
し
た
。
傷
は
死
者
（
李
潰
濚
）
が
斧
を
奪
お
う
と
し
た
た
め
に
ぶ
つ
か
っ
て
で
き
た
傷
で
あ
り
、
死
は
思

い
が
け
ず
生
じ
た
事
柄
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
お
故
な
く
凶
行
を
働
い
て
罪
を
犯
し
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
だ
死
者
は
小
功
堂
兄

の
服
制
に
関
わ
る
者
で
す
。
李
潰
洲
は
ま
さ
に
情
実
と
す
べ
き
で
ご
ざ
い
ま
す
。〔
江
西
巡
撫
が
〕
具
題
し
、「
三
法
司
に
通
知
せ
よ
」
と

の
旨
を
承
け
た
。
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【
解
説
】

　
本
件
で
取
り
扱
わ
れ
る
の
は
、
江
西
省
上
饒
県
の
李
潰
洲
が
、
借
金
を
め
ぐ
る
諍
い
の
末
に
再
従
兄
（
年
上
の
ま
た
い
と
こ
）
の
李
潰
濚

を
死
な
せ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
文
書
の
前
半
に
は
江
西
巡
撫
と
三
法
司
が
本
件
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
た
題
本
の
要
点
が
記
さ
れ
る

が
、
こ
こ
で
は
『
大
清
律
例
』
の
殴
大
功
以
下
尊
長
律
の
規
定
に
従
っ
て
斬
立
決
と
い
う
厳
刑
を
科
す
判
決
案
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
立

決
は
、
判
決
が
定
ま
れ
ば
、
た
だ
ち
に
刑
の
執
行
に
移
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
李
潰
洲
に
は
そ
の
実
刑
が
科
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

李
潰
洲
は
本
件
の
加
害
者
と
さ
れ
た
が
、
彼
に
は
被
害
者
を
傷
つ
け
る
意
図
は
な
く
、
被
害
者
の
死
は
思
い
が
け
ず
生
じ
た
と
い
う
事
情

が
酌
ま
れ
た
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
か
る
事
情
を
酌
ん
だ
皇
帝
は
李
潰
洲
に
対
す
る
斬
立
決
を
斬
監
候
に
改
め
、
即
時
執
行
を
免

れ
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
（
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
『
大
清
律
例
』
刑
律
・
闘
殴
「
毆
大
功
以
下
尊
長
」
に
関
連
規
定
が
あ
る
）。

　
皇
帝
に
よ
る
情
状
酌
量
に
よ
っ
て
刑
の
執
行
を
緩
和
さ
れ
た
李
潰
洲
は
、
そ
の
後
、
監
候
死
刑
囚
を
対
象
と
し
た
秋
審
に
か
け
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
本
史
料
の
後
半
に
は
、
江
西
巡
撫
の
秋
審
意
見
が
ま
と
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
巡
撫
は
李
潰
洲
に
つ
い
て
執
行
妥
当
の

情
実
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
る
。
巡
撫
は
本
件
の
酌
量
事
由
を
考
慮
し
つ
つ
も
、
加
害
者
・
被
害
者
の
親
族
関
係
を
重
視
し
た
の
で
あ

る
。

　
こ
の
文
書
の
記
録
は
、
江
西
巡
撫
の
秋
審
題
本
を
受
け
た
皇
帝
が
、
三
法
司
に
覆
議
を
命
じ
た
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
後
の

審
理
の
経
過
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
件
の
加
害
者
李
潰
洲
の
そ
の
後
は
、
次
の
【
史
料
II
】
に
よ
っ
て
追
跡
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
史
料
で
李
潰
洲
は
、
今
度
は
謀
殺
事
件
の
被
害
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

【
史
料
II
】

『
秋
審
招
冊
』
江
西
司
第
六
冊
「
鄭
耀
淙
謀
殺
李
潰
洲
身
死
一
案
」

① 

原 

文
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江
西
司

　

一
起
。
斬
犯
壹
名
鄭
耀
淙
、
年
肆
拾
壹
歲
、
係
江
西
廣
信
府
上
饒
縣
人
。
據
調
任
江
西
巡
撫
李
興
銳
審
奏
、
鄭
耀
淙
謀
殺
李
潰
洲
身

死
一
案
、
將
鄭
耀
淙
依
律
擬
斬
。
等
因
。
光
緖
貳
拾
捌
年
伍
月
拾
柒
日
奉

硃
批
、
刑
部
議
。
欽
此
。
該
臣
等
議
得
。
鄭
耀
淙
與
李
潰
洲
素
不
認
識
。
鄭
耀
淙
素
性
兇
悍
、
屢
向
村
鄰
吳
朝
選
等
、
尋
毆
生
事
、
嚇

詐
得
財
。
經
縣
訪
挐
訊
供
、
收
禁
外
監
。
李
潰
洲
係
致
傷
小
功
服
兄
李
潰
濚
身
死
、
審
依
卑
幼
毆
本
宗
小
功
兄
死
者
斬
律
、
擬
斬

立
決
、
改
爲
監
候
、
秋
審
情
實
貳
次
改
緩
之
犯
。
與
另
案
鬭
殺
擬
絞
之
鄭
荃
預
、
誤
殺
擬
絞
減
流
之
徐
紹
棠
、
均
分
禁
內
監
。
鄭

耀
淙
不
服
管
束
、
當
將
鎻
拷
扭
去
柵
欄
扳
斷
。
經
禁
卒
童
潰
、
刑
書
汪
志
中
稟
縣
、
收
入
內
監
。
與
李
潰
洲
、
鄭
荃
預
同
禁
、
時

相
口
角
爭
鬧
。
又
欲
扳
毀
柵
門
、
童
潰
瞥
見
、
用
蔴
繩
將
門
梱
綁
。
光
緖
貳
拾
陸
年
伍
月
閒
、
該
縣
典
史
進
監
收
封
、
李
潰
洲
以

鄭
耀
淙
恃
强
肆
淩
稟
、
經
笞
責
提
禁
、
與
徐
紹
棠
同
監
。
鄭
耀
淙
心
懷
忿
恨
、
起
意
將
李
潰
洲
致
死
洩
忿
、
潛
向
徐
紹
棠
商
令
相

幫
、
徐
紹
棠
不
允
。
鄭
耀
淙
用
言
嚇
逼
、
徐
紹
棠
畏
累
允
從
。
鄭
耀
淙
約
俟
李
潰
洲
酒
醉
下
手
、
乘
閒
將
拴
門
蔴
繩
竊
藏
身
內
。
陸

月
初
拾
日
、
李
潰
洲
令
童
潰
買
酒
飮
醉
。
參
更
時
、
鄭
耀
淙
探
知
、
同
徐
紹
棠
各
自
扭
斷
鎻
銬
、
掇
開
柵
門
、
見
見
李
潰
洲
睡
熟
、

鄭
耀
淙
騎
厭
李
潰
洲
身
上
、
用
蔴
繩
繞
紮
咽
喉
項
頸
、
兩
手
分
執
繩
頭
、
用
力
拉
勒
。
李
潰
洲
登
時
氣
閉
殞
命
。
徐
紹
棠
在
場
並

未
動
手
。
鄭
荃
預
聽
聞
查
問
、
鄭
耀
淙
吿
知
前
情
、
央
勿
聲
張
。
童
潰
等
驚
起
、
查
看
詢
悉
情
由
。
時
該
縣
公
出
、
報
經
該
典
史

稟
縣
、
馳
回
委
驗
訊
詳
。
將
管
獄
有
獄
各
官
、
分
別
奏
參
。
革
審
提
犯
、
審
供
不
諱
。
查
鄭
耀
淙
屢
次
行
兇
訛
詐
、
應
照
棍
徒
例

擬
軍
、
尙
未
論
決
、
復
在
監
挾
嫌
起
意
謀
殺
李
潰
洲
身
死
。
與
死
罪
人
犯
在
監
致
斃
人
命
不
同
。
應
從
重
仍
按
謀
殺
問
擬
。
除
原

犯
誤
殺
擬
絞
減
流
之
徐
紹
棠
依
從
而
不
加
功
律
擬
流
加
徒
役
、
原
犯
鬭
殺
擬
絞
之
鄭
荃
預
擬
杖
、
童
潰
比
依
獄
卒
以
金
刄
與
囚
致

囚
在
獄
殺
人
律
減
等
擬
流
、
年
逾
柒
拾
照
律
收
贖
、
汪
志
中
病
故
、
管
獄
官
交
部
議
處
外
、
鄭
耀
淙
合
依
謀
殺
人
者
斬
律
擬
斬
監

候
秋
後
處
決
。
等
因
。
光
緖
貳
拾
捌
年
陸
月
拾
壹
日
奏
、
奉

旨
依
議
。
欽
此
。
咨
行
江
西
巡
撫
、
將
鄭
耀
淙
監
候
、
在
案
。
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六　清代刑事裁判関連史料

　
　

光
緖
貳
拾
玖
年
秋
審
。
據
護
理
江
西
巡
撫
柯
逢
時
會
審
得
。
鄭
耀
淙
與
李
潰
洲
向
不
認
識
。
該
犯
素
性
强
悍
、
屢
次
生
事
、
行
兇

訛
詐
得
贓
。
經
府
縣
訪
獲
訊
供
收
禁
、
尙
未
審
解
。
李
潰
洲
因
致
傷
小
功
服
兄
李
潰
濚
身
死
、
擬
斬
立
決
、
改
爲
監
候
、
秋
審
由

實
改
緩
。
鄭
荃
預
因
致
傷
無
服
族
叔
鄭
年
松
身
死
、
擬
絞
監
候
。
徐
紹
棠
因
鬭
毆
誤
傷
傍
人
繆
懷
得
身
死
、
擬
絞
、
秋
審
緩
決
減

流
、
尙
未
起
解
。
該
犯
與
李
潰
洲
等
同
禁
縣
監
。
該
犯
恃
强
欺
凌
。
經
李
潰
洲
稟
吿
、
典
史
報
縣
、
將
該
犯
提
案
笞
責
、
換
加
鎻

銬
、
收
禁
與
徐
紹
棠
同
監
。
該
犯
懷
恨
、
起
意
將
李
潰
洲
致
死
洩
忿
。
與
徐
紹
棠
商
令
相
幫
、
徐
紹
棠
不
允
。
該
犯
嚇
稱
如
不
允

從
事
發
定
卽
扳
害
。
徐
紹
棠
畏
累
允
從
。
嗣
該
犯
竊
取
綑
門
蔴
繩
。
與
徐
紹
棠
各
自
扭
斷
鎻
銬
、
掇
門
李
潰
洲
棚
門
。
見
李
潰
洲

睡
熟
、
該
犯
騎
厭
身
上
、
用
蔴
繩
繞
紮
李
潰
洲
咽
喉
項
頸
、
兩
手
分
執
繩
頭
、
用
力
拉
勒
、
登
時
氣
閉
身
死
。
監
犯
挾
恨
謀
斃
同

監
犯
人
。
鄭
耀
淙
應
情
實
。
等
因
。
具
奏
、
奉

硃
批
、
刑
部
議
奏
。

② 

訓 

読

江
西
司
一
起
。
斬
犯
壹
名
鄭
耀
淙
、
年
肆
拾
壹
歲
、
江
西
廣
信
府
上
饒
縣
の
人
に
係
る
。
調
任
江
西
巡
撫
李
興
銳
の
審
奏
す
る
「
鄭
耀
淙

が
李
潰
洲
を
謀
殺
し
身
死
せ
し
め
し
一
案
」
に
據
る
に
、
鄭
耀
淙
を
律
に
依
り
斬
に
擬
す
。
等
の
因
。
光
緖
貳
拾
捌
年
伍
月
拾
柒
日
、
硃

批
を
奉
ず
。「
刑
部
議
せ
」
と
。
此
れ
を
欽
め
り
。
該
臣
等
議
得
す
ら
く
。
鄭
耀
淙
は
李
潰
洲
と
素
よ
り
認
識
せ
ず
。
鄭
耀
淙
は
素
性
兇
悍

に
し
て
、
屢
々
村
鄰
の
吳
朝
選
等
に
向
か
ひ
、
尋
毆
し
て
事
を
生
じ
、
嚇
詐
し
て
財
を
得
。
縣
の
訪
挐
・
訊
供
を
經
て
、
外
監
に
收
禁
せ

ら
る
。
李
潰
洲
は
小
功
服
兄
李
潰
濚
を
致
傷
し
て
身
死
せ
し
め
、
審し

ら

べ
て
「
卑
幼
の
本
宗
小
功
兄
を
毆
し
て
死
す
者
は
斬
の
律
」
に
依
っ

て
斬
立
決
に
擬
せ
ら
れ
、
改
め
て
監
候
と
爲
り
、
秋
審
は
情
實
貳
次
、
緩
に
改
む
の
犯
に
係
る
。
另
案
の
鬪
殺
擬
絞
の
鄭
荃
預
、
誤
殺
擬

絞
減
流
の
徐
紹
棠
と
、
均
し
く
內
監
に
分
禁
せ
ら
る
。
鄭
耀
淙
は
管
束
に
服
さ
ず
、
當
に
鎻
拷
を
扭
去
し
柵
欄
を
扳
斷
せ
ん
と
す
。
禁
卒

童
潰
、
刑
書
汪
志
中
の
縣
に
稟
す
る
を
經
、
內
監
に
收
入
せ
ら
る
。
李
潰
洲
、
鄭
荃
預
と
同
禁
な
る
も
、
時
に
相た

が

ひ
に
口
角
爭
鬧
す
。
又

柵
門
を
扳
毀
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
童
潰
瞥
見
し
、
蔴
繩
を
用
ゐ
て
門
を
梱
綁
す
。
光
緖
貳
拾
陸
年
伍
月
閒
、
該
縣
典
史
、
監
に
進
み
收
封
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す
る
に
、
李
潰
洲
、
鄭
耀
淙
の
强
を
恃
み
て
肆
ま
ま
に
淩
げ
る
を
以
て
稟
し
、
笞
責
を
經
、
提
禁
し
て
徐
紹
棠
と
同
監
た
り
。
鄭
耀
淙
は

心
に
忿
恨
を
懷い

だ

き
、
李
潰
洲
を
死
に
致
ら
し
め
て
忿
を
洩
ら
さ
ん
と
起
意
す
、
潛ひ
そ
かに
徐
紹
棠
に
向
か
ひ
商は
か

り
て
相
幫
せ
し
め
ん
と
す
る
も
、

徐
紹
棠
は
允う

べ
なは
ず
、
鄭
耀
淙
は
言
を
用
ゐ
て
嚇
逼
す
。
徐
紹
棠
は
累
を
畏
れ
允
從
す
。
鄭
耀
淙
は
李
潰
洲
の
酒
醉
を
俟ま

ち
て
手
を
下
さ
ん

と
約
し
、
閒
に
乘
じ
て
門
を
拴し

ば

り
し
蔴
繩
を
竊ひ
そ

か
に
身
內
に
藏
す
。
陸
月
初
拾
日
、
李
潰
洲
、
童
潰
を
し
て
酒
を
買
は
し
め
て
飮
醉
す
。
參

更
時
、
鄭
耀
淙
探
知
し
、
徐
紹
棠
と
と
も
に
各
自
、
鎻
銬
を
扭
斷
し
、
柵
門
を
掇
開
し
、
李
潰
洲
の
睡
熟
す
る
を
見
見
す
。
鄭
耀
淙
は
李

潰
洲
の
身
上
に
騎
厭
し
、
蔴
繩
を
用
ゐ
て
咽
喉
・
項
頸
を
繞
紮
し
、
兩
手
は
繩
の
頭
を
分
執
し
、
力
を
用
ゐ
て
拉
勒
す
。
李
潰
洲
は
登
時

に
氣
閉
じ
殞
命
す
。
徐
紹
棠
は
場
に
在
っ
て
並
び
に
未
だ
動
手
せ
ず
。
鄭
荃
預
、
聽
聞
し
て
查
問
す
る
に
、
鄭
耀
淙
は
前
情
を
吿
知
し
、
聲

張
す
る
勿
れ
と
央も

と

む
。
童
潰
等
驚
起
し
、
查
看
し
て
情
由
を
詢
悉
す
。
時
に
該
縣
公
出
し
、
報
せ
は
該
典
史
を
經
て
縣
に
稟
せ
ら
る
。
馳

回
し
て
、
驗
を
委
ね
、
訊
詳
す
。
管
獄
・
有
獄
各
官
を
、
分
別
し
て
奏
參
す
。
革
審
し
て
提
犯
し
、
審
供
は
諱か

く

さ
れ
ず
。
查
す
る
に
鄭
耀

淙
は
屢
次
兇
を
行
ひ
訛
詐
し
、
應
に
「
棍
徒
例
」
に
照
ら
し
て
軍
に
擬
せ
ら
る
べ
き
も
、
尙
ほ
未
だ
論
決
せ
ず
、
復
た
監
に
在
っ
て
嫌
を

挾
み
李
潰
洲
を
謀
殺
す
る
を
起
意
し
て
身
死
せ
し
む
。「
死
罪
人
犯
、
監
に
在
っ
て
人
命
を
致
斃
す
」
と
は
同
じ
か
ら
ず
。
應
に
重
き
に
從

ひ
、
仍
ほ
「
謀
殺
」
に
按
じ
て
問
擬
す
べ
し
。
原
犯
誤
殺
擬
絞
減
流
の
徐
紹
棠
は
「
從
ひ
て
加
功
せ
ざ
る
の
律
」
に
依
っ
て
流
に
擬
し
て

徒
役
を
加
へ
、
原
犯
鬪
殺
擬
絞
の
鄭
荃
預
は
杖
に
擬
し
、
童
潰
は
「
獄
卒
、
金
刄
を
以
て
囚
に
與
へ
囚
の
在
獄
殺
人
を
致
す
の
律
」
に
比

依
し
減
等
し
て
流
に
擬
す
も
、
年
柒
拾
を
逾こ

ゑ
、
律
に
照
ら
し
て
收
贖
せ
し
む
。
汪
志
中
は
病
故
し
、
管
獄
官
は
部
に
交
し
て
議
處
す
る

を
除
く
の
外
、
鄭
耀
淙
は
合ま

さ

に
「
謀
り
て
人
を
殺
す
者
は
斬
の
律
」
に
依
っ
て
斬
に
擬
し
、
監
し
て
秋
後
を
候ま

ち
處
決
す
べ
し
。
等
の
因
。

光
緖
貳
拾
捌
年
陸
月
拾
壹
日
奏
す
。
旨
を
奉
ず
。「
議
に
依
れ
」
と
。
此
れ
を
欽
め
り
。
江
西
巡
撫
に
咨
行
し
、
鄭
耀
淙
を
監
候
と
し
て
、

案
に
在
り
。
光
緖
貳
拾
玖
年
秋
審
。
護
理
江
西
巡
撫
柯
逢
時
の
會
審
し
て
得
た
る
に
據
る
。
鄭
耀
淙
は
李
潰
洲
と
向さ

き

に
認
識
せ
ず
。
該
犯

は
素
性
强
悍
に
し
て
、
屢
次
事
を
生
じ
、
行
兇
訛
詐
し
て
贓
を
得
。
府
・
縣
の
訪
獲
を
經
て
訊
供
し
て
收
禁
す
る
も
、
尙
ほ
未
だ
審
解
せ

ず
。
李
潰
洲
は
小
功
服
兄
李
潰
濚
を
致
傷
し
て
身
死
せ
し
む
る
に
因
っ
て
斬
立
決
に
擬
し
、
改
め
て
監
候
と
爲
し
、
秋
審
は
實
由
り
緩
に
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改
む
。
鄭
荃
預
は
無
服
族
叔
鄭
年
松
を
致
傷
し
て
身
死
せ
し
む
る
に
因
っ
て
絞
監
候
に
擬
す
。
徐
紹
棠
は
鬪
毆
し
て
傍
人
繆
懷
得
を
誤
傷

し
て
身
死
せ
し
む
る
に
因
っ
て
絞
に
擬
し
、
秋
審
は
緩
決
に
て
流
に
減
ず
る
も
、
尙
ほ
未
だ
起
解
せ
ず
。
該
犯
は
李
潰
洲
等
と
縣
監
に
同

禁
せ
ら
る
。
該
犯
は
强
を
恃
み
て
欺
凌
し
、
李
潰
洲
の
稟
吿
、
典
史
の
縣
に
報
ず
る
を
經
て
、
該
犯
を
提
案
し
て
笞
責
し
、
換
へ
て
鎻
銬

を
加
へ
、
徐
紹
棠
と
同
監
に
收
禁
す
。
該
犯
は
恨
み
を
懷い

だ

き
、
李
潰
洲
を
死
に
致
ら
し
め
て
忿
を
洩
ら
さ
ん
と
起
意
す
。
徐
紹
棠
に
商は
か

り

て
相
幫
せ
し
め
ん
と
す
る
も
、
徐
紹
棠
、
允う

べ
なは
ず
。
該
犯
、
嚇
し
て
如
し
允
從
せ
ず
に
事
發あ
ば

か
る
れ
ば
、
定か
な

卽ら
ず

扳
害
す
と
稱
す
。
徐
紹
棠
、

累
を
畏
れ
て
允
從
す
。
嗣の

ち

に
該
犯
は
門
を
綑し
ば

る
蔴
繩
を
竊
取
す
。
徐
紹
棠
と
各
自
、
鎻
銬
を
扭
斷
し
、
李
潰
洲
の
棚
門
を
掇
門
（
開
の
誤
で

あ
ろ
う
）
す
。
李
潰
洲
の
睡
熟
す
る
を
見
て
、
該
犯
は
身
上
に
騎
厭
し
、
蔴
繩
を
用
ゐ
て
李
潰
洲
の
咽
喉
・
項
頸
に
繞
紮
し
、
兩
手
も
て

繩
の
頭
を
分
執
し
、
力
を
用
ゐ
て
拉
勒
し
、
登
時
に
氣
閉
じ
身
死
す
。
監
犯
、
恨
み
を
挾
み
同
監
犯
人
を
謀
斃
す
。
鄭
耀
淙
は
應
に
情
實

た
る
べ
し
。
等
の
因
。
具
奏
し
、
硃
批
を
奉
ず
「
刑
部
議
奏
せ
よ
」
と
。

③ 

語 

釈

〈
外
監
〉・〈
內
監
〉
清
代
の
州
県
等
の
監
獄
は
外
監
と
内
監
に
分
け
ら
れ
、
外
監
に
は
軽
罪
人
、
内
監
に
は
重
罪
人
が
監
禁
さ
れ
る
定
め
と

な
っ
て
い
た
。
監
獄
に
つ
い
て
は
【
史
料
V
】
も
参
照
。　〈
鬭
殺
〉
闘
殴
殺
人
。
相
互
に
争
っ
た
結
果
の
傷
害
で
相
手
を
死
に
至
ら
し
め

た
も
の
。　〈
誤
殺
〉
甲
に
危
害
を
加
え
る
つ
も
り
が
、
誤
っ
て
乙
に
傷
を
負
わ
せ
、
死
に
至
ら
し
め
る
類
を
誤
殺
と
い
う
。　〈
鎻
拷
〉・

〈
鎻

〉
鎖
の
手
枷
。　〈
禁
卒
〉
監
獄
を
管
理
す
る
衙
役
。　〈
刑
書
〉
裁
判
関
係
の
事
務
に
携
わ
る
胥
吏
。　〈
典
史
〉
縣
の
首
領
官
。
監
獄

の
管
理
な
ど
を
職
掌
と
し
た
。　〈
收
封
〉
罪
人
を
収
監
す
る
の
意
か
。　〈
管
獄
・
有
獄
各
官
〉
管
獄
官
は
監
獄
の
管
理
に
直
接
責
任
を
負

う
者
。
県
の
場
合
は
典
史
。
有
獄
官
は
監
獄
の
管
理
に
監
督
責
任
を
負
う
者
。
県
の
場
合
は
知
県
。　〈
革
審
〉
改
め
て
審
理
す
る
こ
と
。
上

饒
知
県
が
有
獄
官
と
し
て
事
件
の
責
任
を
問
わ
れ
る
立
場
と
な
っ
た
の
で
、
他
の
官
僚
（
近
隣
の
他
の
知
県
な
ど
）
に
初
審
の
担
当
を
代
え

て
審
理
さ
せ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。　〈
棍
徒
例
〉『
大
清
律
例
』
刑
律
・
賊
盗
下
「
恐
嚇
取
財
」
に
該
当
す
る
規
定
が
あ
る
。

こ
の
条
例
に
つ
い
て
は
、［
山
本
二
〇
一
四
］
を
参
照
。　〈
死
罪
人
犯
在
監
致
斃
人
命
〉『
大
清
律
例
』
刑
律
・
人
命
「
鬪
毆
及
故
殺
人
」
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に
該
当
す
る
規
定
が
あ
る
。　〈
謀
殺
〉・〈
從
而
不
加
功
律
〉『
大
清
律
例
』
刑
律
・
人
命
「
謀
殺
人
」
の
規
定
を
指
す
（【
史
料
IV
】
参
照
）。

　〈
獄
卒
以
金
刄
與
囚
致
囚
在
獄
殺
人
律
〉『
大
清
律
例
』
刑
律
・
断
獄
上
「
與
囚
金
刄
解
脫
」
の
規
定
を
指
す
。　〈
照
律
收
贖
〉『
大
清
律

例
』
名
例
律
下
「
老
小
廢
疾
收
贖
」
の
規
定
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
を
指
す
。　〈
棚
門
〉
監
房
の
門
か
。

④ 

和 
訳

　
江
西
司
の
一
件
。
斬
犯
一
名
鄭
耀
淙
、
年
は
四
一
歳
、
江
西
広
信
府
上
饒
県
の
人
で
あ
る
。

　
調
任
江
西
巡
撫
李
興
鋭
が
審
理
の
う
え
上
奏
し
た
「
鄭
耀
淙
が
李
潰
洲
を
謀
殺
し
死
亡
さ
せ
た
一
案
」
に
拠
る
と
、
鄭
耀
淙
を
律
に
依

拠
し
て
斬
と
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
光
緒
二
八
年
（
一
九
〇
二
）
五
月
一
七
日
、「
刑
部
が
議
せ
」
と
の
硃
批
を
承
け
た
。

　〔
刑
部
の
〕
該
臣
等
が
審
議
し
た
結
論
は
以
下
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
鄭
耀
淙
は
李
潰
洲
と
も
と
も
と
知
り
合
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
鄭
耀
淙
は
元
来
性
格
が
凶
暴
で
、
し
ば
し
ば
村
の
隣
人
の
呉
朝
選
等
に
、
言
い
が
か
り
を
つ
け
て
殴
っ
て
も
め
事
を
起
こ
し
、
嚇

し
詐
っ
て
財
を
得
て
お
り
ま
し
た
。
県
が
捜
索
・
逮
捕
し
、
訊
問
の
う
え
供
述
を
取
っ
て
か
ら
、
外
監
に
収
禁
い
た
し
ま
し
た
。
李
潰
洲

は
小
功
服
兄
李
潰
濚
を
傷
つ
け
て
死
亡
さ
せ
、
審
理
の
う
え
「
卑
幼
殴
本
宗
小
功
兄
死
者
斬
律
」
に
依
拠
し
て
斬
立
決
と
さ
れ
ま
し
た
が
、

監
候
に
改
め
ら
れ
、
秋
審
で
は
情
実
二
回
の
の
ち
、
緩
決
に
改
め
ら
れ
た
罪
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
別
の
事
案
の
闘
殴
殺
人
で
絞
と
さ
れ
た

鄭
荃
預
、
誤
殺
で
絞
と
さ
れ
た
の
ち
流
刑
に
減
刑
さ
れ
た
徐
紹
棠
と
、
均
し
く
内
監
に
分
か
れ
て
収
監
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
鄭
耀
淙
は

拘
束
に
服
従
せ
ず
、
鎖
の
手
枷
を
捻
じ
り
取
っ
て
柵
を
引
き
倒
そ
う
と
い
た
し
ま
し
た
。
禁
卒
童
潰
と
刑
書
汪
志
中
が
知
県
に
稟
文
で
報

告
し
て
、
内
監
に
収
監
さ
れ
ま
し
た
。
李
潰
洲
や
鄭
荃
預
と
同
じ
〔
監
房
に
〕
収
監
し
ま
し
た
が
、
時
に
互
い
に
口
論
し
て
争
い
騒
い
で

お
り
ま
し
た
。
ま
た
柵
状
の
門
を
引
き
壊
そ
う
と
し
ま
し
た
が
、
童
潰
が
見
つ
け
て
、
麻
縄
で
門
を
縛
り
ま
し
た
。
光
緒
二
六
年
（
一
九

〇
〇
）
五
月
の
間
に
、
県
の
典
史
が
監
獄
に
入
っ
て
罪
人
を
收
監
し
た
と
こ
ろ
、
鄭
耀
淙
が
強
き
を
恃
ん
で
ほ
し
い
ま
ま
に
虐
げ
て
い
る

と
、
李
潰
洲
が
稟
文
で
訴
え
ま
し
た
の
で
、〔
鄭
耀
淙
は
〕
笞
に
処
さ
れ
、
引
っ
立
て
ら
れ
て
徐
紹
棠
と
同
じ
監
房
に
収
禁
さ
れ
ま
し
た
。

鄭
耀
淙
は
忿
恨
の
念
を
抱
き
、
李
潰
洲
を
殺
し
て
鬱
憤
を
晴
ら
そ
う
と
思
い
立
ち
、
ひ
そ
か
に
徐
紹
棠
に
手
助
け
す
る
よ
う
も
ち
か
け
ま
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し
た
が
、
徐
紹
棠
は
承
諾
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
鄭
耀
淙
は
言
葉
で
嚇
し
迫
り
、
徐
紹
棠
は
面
倒
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
を
畏
れ
て
従
う
こ
と

に
し
ま
し
た
。
鄭
耀
淙
は
、
李
潰
洲
が
酒
に
酔
う
の
を
待
っ
て
実
行
す
る
こ
と
に
決
め
、
隙
を
見
て
門
を
縛
っ
て
い
た
麻
縄
を
ひ
そ
か
に

身
体
に
隠
し
持
ち
ま
し
た
。
六
月
一
〇
日
、
李
潰
洲
は
童
潰
に
酒
を
買
わ
せ
て
酔
っ
ぱ
ら
い
ま
し
た
。
三
更
（
二
三
時
か
ら
一
時
）
の
時
に
、

鄭
耀
淙
が
〔
李
潰
洲
の
状
況
を
〕
探
り
当
て
、
徐
紹
棠
と
と
も
に
各
々
、
鎖
の
手
枷
を
捻
じ
切
り
、
柵
状
の
門
を
こ
じ
開
け
、
李
潰
洲
の

熟
睡
し
て
い
る
様
を
見
ま
し
た
。
鄭
耀
淙
は
李
潰
洲
の
体
の
上
に
ま
た
が
っ
て
押
さ
え
つ
け
、
麻
繩
を
咽
喉
と
首
に
巻
き
付
け
、
両
手
は

縄
の
端
を
握
っ
て
、
力
を
込
め
て
引
き
絞
り
ま
し
た
。
李
潰
洲
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
窒
息
し
て
死
亡
い
た
し
ま
し
た
。
徐
紹
棠
は
そ
の
場
に

い
た
が
全
く
手
を
貸
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
鄭
荃
預
が
〔
物
音
を
〕
聞
い
て
問
い
か
け
た
と
こ
ろ
、
鄭
耀
淙
は
事
情
を
告
げ
、
声
を
上
げ
な

い
よ
う
頼
み
ま
し
た
。
童
潰
等
は
驚
き
起
き
、
調
べ
て
事
情
を
詳
し
く
問
い
た
だ
し
ま
し
た
。
時
に
知
県
は
公
務
で
外
出
し
て
お
り
、
報

せ
は
典
史
を
通
じ
て
知
県
に
稟
文
で
届
け
ら
れ
ま
し
た
。〔
知
県
は
〕
急
い
で
帰
り
、
験
屍
を
さ
せ
、
訊
問
の
う
え
詳
文
で
報
告
い
た
し
ま

し
た
。
管
獄
・
有
獄
各
官
は
、
別
々
に
上
奏
し
て
処
分
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
改
め
て
審
理
を
行
う
こ
と
と
し
て
犯
人
の
身
柄
を
移

送
し
て
、
取
り
調
べ
て
得
た
供
述
に
隠
し
ご
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
調
べ
た
と
こ
ろ
、
鄭
耀
淙
は
た
び
た
び
凶
行
を
働
い
て
強
請
り
を
し

て
お
り
、
ま
さ
に
「
棍
徒
例
」
に
照
ら
し
て
充
軍
と
す
べ
き
で
し
た
が
、
な
お
い
ま
だ
に
結
審
し
て
お
ら
ず
、
ふ
た
た
び
監
獄
で
恨
み
を

抱
い
て
李
潰
洲
を
謀
殺
し
よ
う
と
思
い
立
ち
死
亡
さ
せ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。「
死
罪
人
犯
が
監
獄
で
人
を
死
に
致
ら
し
め
た
も
の
」
と
は

異
な
り
ま
す
。
ま
さ
に
重
き
に
従
っ
て
、
な
お
「
謀
殺
律
」
に
照
ら
し
て
罪
を
定
め
る
べ
き
で
す
。
原
犯
は
誤
殺
で
絞
と
さ
れ
流
刑
に
減

刑
さ
れ
た
徐
紹
棠
は
「〔
謀
殺
の
首
犯
に
〕
随
従
し
た
が
犯
行
に
は
荷
担
し
な
か
っ
た
律
」
に
依
拠
し
て
流
刑
と
し
て
徒
役
を
加
え
ま
す
。

原
犯
は
闘
殺
で
絞
と
さ
れ
た
鄭
荃
預
は
杖
刑
と
し
ま
す
。
童
潰
は
「
獄
卒
が
金
刃
を
囚
人
に
与
え
囚
人
の
在
獄
殺
人
を
致
し
た
律
」
に
比

附
し
、
減
等
し
て
流
刑
と
し
ま
し
た
が
、
七
〇
歳
を
超
え
て
い
る
の
で
律
に
照
ら
し
て
収
贖
さ
せ
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
汪
志
中
は
病

死
い
た
し
ま
し
た
。
管
獄
官
は
吏
部
に
伝
え
て
処
分
さ
せ
ま
す
。〔
以
上
の
各
人
の
処
置
を
〕
除
き
、
鄭
耀
淙
は
ま
さ
に
「
謀
っ
て
人
を
殺

す
者
は
斬
と
す
る
律
」
に
依
拠
し
て
斬
と
し
、
監
禁
し
て
立
秋
後
を
ま
っ
て
処
決
す
べ
き
で
ご
ざ
い
ま
す
。〔
刑
部
は
〕
光
緒
二
八
年
（
一
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九
〇
二
）
六
月
一
一
日
に
上
奏
し
、「
議
の
通
り
に
せ
よ
」
と
の
旨
を
承
け
た
。
江
西
巡
撫
に
咨
文
を
送
り
、
鄭
耀
淙
を
監
候
と
さ
せ
、
記

録
に
残
し
た
。

　
光
緒
二
九
年
（
一
九
〇
三
）
の
秋
審
。
江
西
巡
撫
柯
逢
時
が
會
審
し
た
結
論
に
拠
る
と
以
下
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
鄭
耀
淙
は
李
潰
洲

と
面
識
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
該
犯
（
鄭
耀
淙
）
は
も
と
も
と
性
格
が
強
暴
で
あ
り
、
た
び
た
び
も
め
事
を
起
こ
し
、
凶
行
を
働
い
て
言

い
が
か
り
を
つ
け
て
は
不
正
な
財
物
を
得
て
お
り
ま
し
た
。
府
と
県
が
捜
索
し
て
逮
捕
し
、
訊
問
し
て
供
述
を
取
っ
て
か
ら
収
監
い
た
し

ま
し
た
が
、
な
お
ま
だ
〔
省
に
〕
身
柄
を
送
っ
て
の
審
理
は
行
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
李
潰
洲
は
小
功
服
兄
李
潰
濚
を
傷
つ
け
て

死
亡
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
斬
立
決
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
監
候
に
改
め
ら
れ
、
秋
審
で
は
情
実
か
ら
緩
決
に
改
め
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
鄭

荃
預
は
無
服
族
叔
鄭
年
松
を
傷
つ
け
て
死
亡
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
絞
監
候
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
徐
紹
棠
は
闘
殴
に
よ
っ
て
側
に
い
た

繆
懐
得
を
誤
っ
て
傷
つ
け
て
死
亡
さ
せ
た
た
め
絞
〔
監
候
〕
と
さ
れ
、
秋
審
で
緩
決
と
な
っ
た
後
に
流
刑
に
減
刑
さ
れ
ま
し
た
が
、
な
お

ま
だ
〔
配
流
地
に
〕
送
ら
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
該
犯
は
李
潰
洲
等
と
県
の
監
獄
に
一
緒
に
収
監
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
該
犯
は

力
を
恃
ん
で
〔
李
潰
洲
等
を
〕
侮
り
凌
げ
て
い
ま
し
た
が
、
李
潰
洲
が
稟
文
に
よ
っ
て
訴
え
、
典
史
が
知
県
に
報
告
し
た
の
で
、
該
犯
を

引
っ
立
て
て
笞
に
処
し
、〔
拘
束
具
を
〕
交
換
し
て
鎖
の
手
枷
を
施
し
、
徐
紹
棠
と
同
じ
監
房
に
収
監
い
た
し
ま
し
た
。
該
犯
は
恨
み
を
抱

き
、
李
潰
洲
を
殺
し
て
鬱
憤
を
晴
ら
そ
う
と
思
い
立
ち
、
徐
紹
棠
に
手
助
け
を
持
ち
か
け
ま
し
た
が
、
徐
紹
棠
は
承
諾
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

該
犯
は
も
し
従
わ
ず
に
事
が
発
覚
し
た
際
に
は
、
必
ず
巻
き
添
え
に
す
る
と
嚇
し
つ
け
ま
し
た
。
徐
紹
棠
は
面
倒
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
を

畏
れ
て
従
う
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
の
ち
に
該
犯
は
門
を
縛
っ
て
い
た
麻
縄
を
盗
み
取
り
ま
し
た
。
徐
紹
棠
と
各
々
、
鎖
の
手
枷
を
捻

じ
切
り
、
李
潰
洲
の
監
房
の
門
を
こ
じ
開
け
ま
し
た
。
李
潰
洲
が
熟
睡
し
て
い
る
の
を
見
て
、
該
犯
は
そ
の
身
体
の
上
に
ま
た
が
っ
て
押

さ
え
つ
け
、
麻
縄
で
李
潰
洲
の
咽
喉
と
首
に
巻
き
付
け
、
両
手
で
縄
の
端
を
握
っ
て
、
力
を
込
め
て
引
き
絞
り
、〔
李
潰
洲
は
〕
た
ち
ど
こ

ろ
に
窒
息
し
て
死
亡
い
た
し
ま
し
た
。
監
禁
さ
れ
て
い
る
罪
囚
が
恨
み
を
抱
い
て
同
じ
監
獄
の
犯
人
を
謀
殺
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
鄭

耀
淙
は
ま
さ
に
情
実
と
す
べ
き
で
す
。〔
江
西
巡
撫
は
〕
具
奏
し
、「
刑
部
は
審
議
し
て
上
奏
せ
よ
」
と
の
硃
批
を
承
け
た
。
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【
解
説
】

　
本
件
は
、
江
西
省
上
饒
県
の
監
獄
内
で
起
き
た
謀
殺
事
件
を
扱
っ
た
記
録
で
あ
る
。
加
害
者
鄭
耀
淙
は
平
素
よ
り
近
隣
住
民
に
害
を
な

し
て
い
た
ご
ろ
つ
き
で
あ
り
、
県
の
監
獄
に
収
監
さ
れ
た
後
も
粗
暴
な
行
動
を
続
け
て
い
た
。
彼
に
は
『
大
清
律
例
』
恐
嚇
取
財
律
の
条

例
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
棍
徒
例
が
適
用
さ
れ
、
充
軍
に
処
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
ち
ら
が
結
審
す
る
前
に
、
彼
は
獄
内
で
こ
の
事

件
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。

　
本
件
の
被
害
者
と
な
っ
た
の
は
【
史
料
I
】
で
斬
監
候
の
判
決
を
受
け
、
上
饒
県
の
監
獄
に
収
監
さ
れ
て
い
た
李
潰
洲
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
の
記
録
に
よ
る
と
、「
李
潰
洲
は
（
中
略
）
秋
審
で
は
情
実
二
回
の
の
ち
、
緩
決
に
改
め
ら
れ
た
犯
罪
者
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
あ
り
、
彼

は
二
度
の
秋
審
で
執
行
妥
当
（
情
実
）
と
し
て
皇
帝
に
報
告
さ
れ
た
が
、
皇
帝
は
い
ず
れ
も
執
行
命
令
は
下
さ
な
か
っ
た
。
三
回
目
の
秋

審
か
ら
は
執
行
延
期
を
意
味
す
る
緩
決
と
さ
れ
、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
命
を
落
と
す
光
緒
二
六
年
（
一
九
〇
〇
）
ま
で
、
執
行
延
期
を
繰
り

返
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
比
較
的
長
期
間
に
わ
た
っ
て
監
禁
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
典
史
や
禁
卒
な
ど
と
良
好
な
関
係
を
築
い
て

い
た
の
か
、
典
史
に
鄭
耀
淙
の
横
暴
を
訴
え
た
り
、
禁
卒
に
酒
を
買
い
に
行
か
せ
る
な
ど
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
李
潰
洲
の
告
発
に
よ
っ

て
処
罰
さ
れ
た
鄭
耀
淙
は
、
そ
の
恨
み
か
ら
李
潰
洲
の
殺
害
を
思
い
立
ち
、
同
監
の
徐
紹
棠
を
無
理
や
り
従
わ
せ
て
、
犯
行
を
遂
行
し
た
。

光
緒
一
六
年
（
一
八
九
〇
）
以
来
、
執
行
延
期
を
繰
り
返
し
な
が
ら
生
き
延
び
て
い
た
李
潰
洲
は
、
獄
中
の
人
と
な
っ
て
か
ら
一
〇
年
を
経

て
横
死
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
鄭
耀
淙
と
徐
紹
棠
に
適
用
さ
れ
た
『
大
清
律
例
』
の
謀
殺
人
律
は
【
史
料
IV
】
に
て
取
り
上
げ
る
。

【
書
式
】

　
以
上
で
紹
介
し
た
【
史
料
I
】【
史
料
II
】
は
、
左
記
の
①
～
④
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

①
事
案
の
基
礎
情
報
（
刑
部
の
担
当
部
署
、
犯
罪
者
の
名
、
年
齢
、
原
籍
な
ど
）
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②
江
西
巡
撫
の
判
決
案
（
内
容
は
大
幅
に
省
略
さ
れ
、
事
案
の
表
題
と
結
論
の
み
が
摘
録
さ
れ
る
）、
こ
れ
を
受
け
た
皇
帝
の
旨
・
硃
批

③
中
央
の
司
法
機
関
の
判
決
案
（【
史
料
I
】
で
は
三
法
司
、【
史
料
II
】
で
は
刑
部
が
中
央
で
の
審
理
を
担
当
）、
こ
れ
を
受
け
た
皇
帝
の
旨
、

そ
の
内
容
を
督
撫
に
通
知
し
た
こ
と
を
示
す
文
言

④
江
西
巡
撫
の
秋
審
原
案
、
こ
れ
を
受
け
た
皇
帝
の
旨
・
硃
批

　
右
の
う
ち
②
江
西
巡
撫
の
判
決
案
、
③
中
央
の
司
法
機
関
の
判
決
案
、
④
江
西
巡
撫
の
秋
審
原
案
に
は
、【
史
料
I
】
で
題
本
、【
史
料

II
】
で
奏
摺
が
そ
れ
ぞ
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
。
清
代
に
は
通
常
の
死
刑
事
案
の
報
告
に
は
題
本
が
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
清
末
の
光
緒
二

七
年
（
一
九
〇
一
）
に
奏
摺
で
の
報
告
に
変
更
さ
れ
た
た
め
、【
史
料
II
】
で
は
奏
摺
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、【
史
料
I
】

【
史
料
II
】
で
は
、
題
本
・
奏
摺
に
対
す
る
皇
帝
の
返
答
は
「
旨
」
な
い
し
は
「
硃
批
」
の
形
式
に
よ
っ
て
お
り
、
史
料
上
で
は
そ
れ
ぞ
れ

二
文
字
分
擡
写
す
る
書
式
が
取
ら
れ
て
い
る
（「
五
　
清
代
檔
案
史
料
」
も
参
照
）。

　
等
因
と
は
、
題
本
・
奏
摺
な
ど
の
上
行
文
を
引
用
し
た
際
、
末
尾
に
付
さ
れ
る
語
句
。
欽
此
と
は
、
皇
帝
の
諭
旨
の
後
に
付
さ
れ
る
語

句
。「
等
因
」「
欽
此
」
に
つ
い
て
は
本
書
の
「
五
　
清
代
檔
案
史
料
」
も
参
照
。
咨
行
と
は
、
咨
文
を
送
る
こ
と
。
咨
文
は
平
行
文
の
一

種
。
在
案
と
は
、
原
義
は
文
書
に
よ
る
記
録
が
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
案
件
に
一
応
の
区
切
り
が
つ
い
た
こ
と
を

示
す
常
套
句
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
稟
・
詳
と
は
、
い
ず
れ
も
上
行
文
の
一
種
。

【
参
考
文
献
】

滋
賀
秀
三
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
』（
創
文
社
、
一
九
八
四
年
）

高
遠
拓
児
「
清
代
の
刑
部
と
秋
審
文
書
」（
川
越
泰
博
編『
明
清
史
論
集
　
中
央
大
学
川
越
研
究
室
二
十
周
年
記
念
』国
書
刊
行
会
、二
〇
〇
四
年
所
収
）

山
本
英
史
「
光
棍
例
の
成
立
と
そ
の
背
景
」（
山
本
英
史
編
『
中
国
近
世
の
規
範
と
秩
序
』
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
・
研
文
出
版
、
二
〇
一
四
年
所

収
）
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二
　『
大

清

律

例
』

【
解
題
】

　
順
治
元
年
（
一
六
四
四
）、
山
海
関
を
越
え
、
北
京
奠
都
を
果
た
し
た
清
朝
は
、
ほ
ど
な
く
明
代
の
律
例
を
基
礎
と
し
た
自
ら
の
律
例
編

纂
に
着
手
し
た
。
清
朝
は
順
治
・
康
熙
・
雍
正
・
乾
隆
の
四
代
に
わ
た
る
長
期
の
編
纂
事
業
を
進
め
、
乾
隆
五
年
（
一
七
四
〇
）
に
四
三
六

の
律
条
と
一
〇
〇
〇
余
の
条
例
か
ら
な
る
『
大
清
律
例
』
の
成
書
を
見
た
。『
大
清
律
例
』
は
そ
の
成
立
の
経
緯
か
ら
、
律
条
の
多
く
を
明

律
か
ら
踏
襲
し
た
が
、
お
よ
そ
一
世
紀
に
及
ぶ
修
律
作
業
に
よ
っ
て
条
文
の
増
刪
や
文
言
の
修
正
が
施
さ
れ
た
ほ
か
、
律
の
正
文
に
割
註

の
形
式
で
添
え
ら
れ
る
小
註
は
大
幅
に
増
加
し
た
。
以
降
、
清
朝
最
末
期
の
宣
統
二
年
（
一
九
一
〇
）
に
『
大
清
現
行
刑
律
』
が
頒
行
さ
れ

る
ま
で
、『
大
清
律
例
』
は
現
行
法
典
と
し
て
の
生
命
を
保
ち
、
と
り
わ
け
律
の
正
文
は
固
定
さ
れ
て
、
清
朝
の
法
制
に
確
固
た
る
基
軸
を

与
え
る
も
の
と
な
っ
た
。
一
方
、『
大
清
律
例
』
の
条
例
に
つ
い
て
は
、
乾
隆
五
年
以
降
も
活
発
な
増
刪
・
修
改
の
作
業
が
続
け
ら
れ
た
。

こ
の
結
果
、
当
初
一
〇
〇
〇
条
余
り
で
あ
っ
た
条
例
は
、
最
終
的
に
お
よ
そ
一
九
〇
〇
条
に
い
た
っ
た
。
こ
の
た
め
一
口
に
『
大
清
律
例
』

と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
常
に
固
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
条
例
を
中
心
に
時
期
に
応
じ
て
姿
を
変
え
る
流
動
性
を
備
え
た
書

物
で
あ
っ
た
点
に
は
、
充
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
個
々
の
条
例
の
変
遷
を
た
ど
る
際
に
は
、
光
緒
『
大
清
会
典
事
例
』
の
刑

部
の
記
事
が
よ
く
利
用
さ
れ
る
が
、
同
書
に
は
誤
脱
も
多
い
。
条
例
編
纂
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
る
乾
隆
中
期
の
『
大
清
律
例
通
考
』、

同
治
期
の
『
大
清
律
例
根
原
』、
光
緒
期
の
『
読
例
存
疑
』
な
ど
の
諸
書
も
相
互
に
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
明
代
に
淵
源
の
遡
る
条

例
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
『
明
代
律
例
彙
編
』
に
当
た
っ
て
み
る
と
よ
い
。

　『
大
清
律
例
』
に
対
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
そ
の
形
成
期
に
つ
い
て
重
点
的
に
整
理
・
検
討
し
た
［
島
田
一
九
八
二
］、
清
代
を
通

じ
た
律
例
の
歴
史
的
変
遷
を
た
ど
っ
た
［
谷
井
一
九
九
三
］、『
大
清
律
例
』
の
法
的
性
格
を
明
確
に
し
、
多
く
の
書
誌
情
報
も
盛
り
込
ん
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だ
［
滋
賀
二
〇
〇
三
］
の
三
編
が
最
も
重
要
な
文
献
で
あ
る
。
史
料
と
し
て
『
大
清
律
例
』
を
扱
う
者
は
、
ま
ず
こ
の
三
編
に
目
を
通
す

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
律
の
専
門
用
語
な
ど
を
理
解
す
る
際
に
は
、『
訳
註
日
本
律
令
』
の
唐
律
疏
議
訳
註
編
の
詳
密
な
註
釈
も
助
け

と
な
ろ
う
。

　『
大
清
律
例
』
の
影
印
本
と
し
て
は
、『
大
清
律
例
会
通
新
纂
』（
台
北
、
文
海
出
版
社
、
一
九
六
四
年
）、『
大
清
律
例
彙
輯
便
覧
』（
台
北
、
成

文
出
版
社
、
一
九
七
五
年
）
の
二
種
が
比
較
的
普
及
し
て
い
る
。
前
者
は
同
治
一
二
年
（
一
八
七
三
）
の
坊
刻
本
、
後
者
は
光
緒
二
九
年
（
一

九
〇
三
）
の
湖
北
讞
局
刊
本
の
影
印
で
あ
る
。
ま
た
『
四
庫
全
書
』
に
も
乾
隆
中
期
の
『
大
清
律
例
』
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
標
点
本
と

し
て
は
、『
大
清
律
例
』（
天
津
、
天
津
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）、『
中
国
珍
稀
法
律
典
籍
集
成
』
丙
編
第
一
冊
所
収
の
『
大
清
律
例
』（
北

京
、
科
学
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。
一
九
九
九
年
に
法
律
出
版
社
よ
り
単
行
本
と
し
て
出
版
）
が
あ
る
。
天
津
古
籍
出
版
社
本
は
道
光
六
年
（
一
八

二
六
）、
科
学
出
版
社
・
法
律
出
版
社
本
は
乾
隆
五
年
（
一
七
四
〇
）
の
『
大
清
律
例
』
を
底
本
と
し
て
い
る
。

　
以
下
で
は
、
同
治
七
年
（
一
八
六
八
）
に
武
林
清
来
堂
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
大
清
律
例
増
修
統
纂
集
成
』（
東
洋
文
庫
蔵
）
を
底
本
と
し
て
、

【
史
料
I
】
の
李
潰
洲
、【
史
料
II
】
の
鄭
耀
淙
と
徐
紹
棠
に
適
用
さ
れ
た
律
条
を
紹
介
す
る
。
な
お
『
大
清
律
例
増
修
統
纂
集
成
』
は
、
清

代
後
期
の
坊
刻
『
大
清
律
例
』
の
一
種
だ
が
、
と
く
に
清
末
の
同
治
・
光
緒
期
に
か
け
て
広
く
流
布
し
た
本
で
あ
る
。

【
史
料
III
】　
書
影
8

『
大
清
律
例
増
修
統
纂
集
成
』
巻
二
八
、
刑
律
、
闘
殴
下
、
殴
大
功
以
下
尊
長
律

① 

原 

文
（［
　
］
は
小
註
）

凡
卑
幼
、
毆
本
宗
及
外
姻
緦
蔴
兄
姊
［
但
毆
卽
坐
］
杖
一
百
、
小
功
兄
姊
杖
六
十
徒
一
年
、
大
功
兄
姊
杖
七
十
徒
一
年
半
。
尊
屬
又
各
加

一
等
。
折
傷
以
上
各
遞
加
凡
鬪
傷
一
等
［
罪
止
杖
一
百
流
三
千
里
］。
篤
疾
者
［
不
問
大
功
以
下
尊
屬
並
］
絞
、
死
者
斬
［
絞
斬
在
本
宗

小
功
大
功
兄
姊
及
尊
屬
則
決
。
餘
俱
監
候
。
不
言
故
殺
者
、
亦
止
於
斬
也
］。
若
［
本
宗
及
外
姻
］
尊
長
、
毆
卑
幼
非
折
傷
勿
論
。
至
折
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傷
以
上
、
緦
蔴
［
卑
幼
］
減
凡
人
一
等
、
小
功
［
卑
幼
］
減
二
等
、
大
功
［
卑
幼
］
減
三
等
。
至
死
者
絞
［
監
候
。
不
言
故
殺
者
、
亦

止
於
絞
也
］。
其
毆
殺
同
堂
［
大
功
］
弟
妹
［
小
功
］
堂
姪
及
［
緦
蔴
］
姪
孫
者
杖
一
百
流
三
千
里
［
不
言
篤
疾
・
至
死
者
、
罪
止
此
。

仍
依
律
給
付
財
產
一
半
養
贍
］。
故
殺
者
絞
［
監
候
。
不
言
過
失
殺
者
、
蓋
各
准
本
條
論
贖
之
法
。
兄
之
妻
及
伯
叔
母
、
弟
之
妻
及
卑
幼

之
婦
、
在
毆
夫
親
屬
律
。
姪
與
姪
孫
、
在
毆
期
親
律
］。

② 

訓 

読

凡
そ
卑
幼
、
本
宗
及
び
外
姻
の
緦
蔴
の
兄
姊
を
毆
す
る
は
［
但
だ
毆
す
れ
ば
卽
ち
坐
す
］
杖
一
百
、
小
功
の
兄
姊
は
杖
六
十
徒
一
年
、
大

功
の
兄
姊
は
杖
七
十
徒
一
年
半
と
す
。
尊
屬
は
又
各
々
一
等
を
加
ふ
。
折
傷
以
上
は
各
々
凡
鬪
傷
に
一
等
を
遞
加
す
［
罪
は
杖
一
百
流
三

千
里
に
止
む
］。
篤
疾
な
る
者
は
［
大
功
以
下
の
尊
屬
な
る
や
を
問
は
ず
並
び
て
］
絞
と
し
、
死
す
る
者
は
斬
と
す
［
絞
・
斬
は
、
本
宗
の

小
功
・
大
功
の
兄
姊
及
び
尊
屬
に
在
ら
ば
則
ち
決
と
す
。
餘
は
俱
に
監
候
と
す
。
故
殺
す
る
者
を
言
は
ざ
る
は
、
亦
た
斬
に
止
ま
れ
ば
な

り
］。
若
し
［
本
宗
及
び
外
姻
の
］
尊
長
、
卑
幼
を
毆
す
る
も
折
傷
に
非
ざ
れ
ば
論
ず
る
勿
れ
。
折
傷
以
上
に
至
り
て
は
、
緦
蔴
［
の
卑

幼
］
は
凡
人
よ
り
一
等
を
減
じ
、
小
功
［
の
卑
幼
］
は
二
等
を
減
じ
、
大
功
［
の
卑
幼
〕
は
三
等
を
減
ず
。
死
に
至
る
者
は
絞
と
す
［
監

候
。
故
殺
す
る
者
を
言
は
ざ
る
は
、
亦
た
絞
に
止
ま
れ
ば
な
り
］。
其
の
同
堂
の
［
大
功
の
］
弟
妹
・［
小
功
の
］
堂
姪
及
び
［
緦
蔴
の
］

姪
孫
を
毆
殺
せ
る
者
は
杖
一
百
流
三
千
里
と
す
［
篤
疾
、
死
に
至
る
者
を
言
は
ざ
る
は
、
罪
此
れ
に
止
む
。
仍
ほ
律
に
依
り
財
產
の
一
半

を
給
付
し
て
養
贍
せ
し
む
］。
故
殺
す
る
者
は
絞
と
す
［
監
候
。
過
失
に
て
殺
す
者
を
言
は
ざ
る
は
、
蓋
し
各
々
本
條
の
論
贖
の
法
を
准ゆ

る

す
。

兄
の
妻
及
び
伯
叔
母
、
弟
の
妻
及
び
卑
幼
の
婦
は
、「
夫
の
親
屬
を
毆
す
る
の
律
」
に
在
り
。
姪
と
姪
孫
は
、「
期
親
を
毆
す
る
の
律
」
に

在
り
］

③ 

語 

釈

〈
毆
〉
他
人
に
危
害
を
与
え
る
行
為
。
手
足
に
よ
る
攻
撃
は
も
と
よ
り
、
凶
器
を
用
い
て
も
殴
と
な
る
。　〈
卑
幼
〉・〈
尊
長
〉
親
族
の
上
下

関
係
を
示
す
語
。
卑
は
己
よ
り
下
の
世
代
の
者
、
幼
は
同
世
代
（
同
輩
）
の
年
少
者
。
尊
は
己
よ
り
上
の
世
代
の
者
、
長
は
同
世
代
の
年
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長
者
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
。　〈
本
宗
〉・〈
外
姻
〉
本
宗
は
父
系
の
親
族
、
外
姻
は
女
系
の
親
族
。　〈
緦
蔴
〉・〈
小
功
〉・〈
大
功
〉
い
ず
れ
も

喪
服
制
度
上
の
用
語
。
服
喪
期
間
が
三
か
月
の
も
の
を
緦
麻
、
五
か
月
の
も
の
を
小
功
、
九
か
月
の
も
の
を
大
功
と
す
る
。　〈
兄
姊
〉
同

世
代
（
同
輩
）
の
年
長
者
。　〈
尊
屬
〉
己
よ
り
上
の
世
代
の
親
属
。　〈
折
傷
〉
折
歯
（
歯
を
折
る
傷
害
）
や
耳
鼻
の
毀
損
、
片
目
の
視
力
低

下
、
手
足
の
指
を
折
る
な
ど
の
傷
害
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
折
傷
と
い
う
（『
唐
律
疏
議
』
闘
訟
「
鬪
毆
折
齒
毀
耳
鼻
」。
同
律
に
つ
い
て
は
、
川
村

康
氏
の
教
示
を
得
た
）。　〈
篤
疾
〉
重
度
の
障
害
・
疾
病
。　〈
凡
人
〉
法
定
さ
れ
た
親
族
関
係
や
身
分
関
係
の
な
い
一
般
人
の
こ
と
。　〈
故

殺
〉
故
意
に
相
手
を
殺
す
こ
と
。　〈〔
大
功
〕
弟
妹
〉・〈〔
小
功
〕
堂
姪
〉・〈〔
緦
蔴
〕
姪
孫
〉
大
功
弟
妹
は
従
弟
（
年
下
の
男
性
の
い
と
こ
。

堂
弟
）
と
他
家
に
嫁
い
で
い
な
い
従
妹
（
年
下
の
女
性
の
い
と
こ
。
堂
妹
）。
小
功
堂
姪
は
従
兄
弟
（
い
と
こ
。
堂
兄
弟
）
の
子
。
緦
麻
姪
孫
（
堂

姪
孫
）
は
従
兄
弟
の
孫
。　〈
依
律
給
付
財
產
一
半
養
贍
〉『
大
清
律
例
』
刑
律
・
闘
殴
上
「
鬪
毆
」
の
規
定
に
依
拠
し
て
、
加
害
者
の
財
産

の
半
分
を
給
付
し
て
被
害
者
の
遺
族
を
扶
養
す
る
の
意
。　〈
准
本
條
論
贖
之
法
〉『
大
清
律
例
』
刑
律
・
人
命
「
戲
殺
誤
殺
過
失
殺
傷
人
」

の
収
贖
規
定
の
適
用
を
認
め
る
の
意
。　〈
毆
夫
親
屬
律
〉『
大
清
律
例
』
刑
律
・
闘
殴
下
「
妻
妾
與
夫
親
屬
相
毆
」
の
規
定
を
指
す
。　〈
毆

期
親
律
〉『
大
清
律
例
』
刑
律
・
闘
殴
下
「
毆
期
親
尊
長
」
の
規
定
を
指
す
。

④ 

和 

訳

　
お
よ
そ
卑
幼
が
、
本
宗
お
よ
び
外
姻
の
緦
麻
の
兄
姉
を
殴
す
れ
ば
［
た
だ
殴
す
れ
ば
〔
傷
を
負
わ
せ
ず
と
も
〕
罪
に
問
う
］
杖
一
百
と

し
、
小
功
の
兄
姉
で
あ
れ
ば
杖
六
十
徒
一
年
と
し
、
大
功
の
兄
姉
で
あ
れ
ば
杖
七
十
徒
一
年
半
と
す
る
。〔
被
害
者
が
〕
尊
属
で
あ
れ
ば
そ

れ
ぞ
れ
一
等
を
加
重
す
る
。
折
傷
以
上
の
傷
害
を
負
っ
た
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
一
般
人
の
間
で
の
傷
害
に
一
等
ず
つ
加
重
す
る
［
罪
は
杖
一

百
流
三
千
里
を
上
限
と
す
る
］。
重
度
の
障
害
・
疾
病
を
与
え
た
者
は
［
大
功
以
下
の
尊
属
で
あ
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
］
絞
と
し
、

死
亡
さ
せ
た
者
は
斬
と
す
る
［
絞
・
斬
は
、〔
被
害
者
が
〕
本
宗
の
小
功
・
大
功
の
兄
姉
、
お
よ
び
尊
属
で
あ
れ
ば
立
決
と
す
る
。
そ
れ
以

外
は
す
べ
て
監
候
と
す
る
。
故
意
に
殺
し
た
者
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
の
は
、
斬
を
上
限
と
す
る
た
め
で
あ
る
］。

　
も
し
［
本
宗
お
よ
び
外
姻
の
］
尊
長
が
、
卑
幼
を
殴
し
て
も
折
傷
〔
以
上
の
〕
傷
害
で
な
け
れ
ば
罪
に
問
わ
な
い
。
折
傷
以
上
の
傷
害
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に
つ
い
て
は
、〔
被
害
者
が
〕
緦
麻
［
の
卑
幼
］
で
あ
れ
ば
一
般
人
か
ら
一
等
を
軽
減
し
、
小
功
［
の
卑
幼
］
で
あ
れ
ば
二
等
を
軽
減
し
、

大
功
［
の
卑
幼
］
で
あ
れ
ば
三
等
を
軽
減
す
る
。
死
亡
さ
せ
た
者
は
絞
［
監
候
と
す
る
。
故
意
に
殺
し
た
者
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
の
は
、

絞
を
上
限
と
す
る
た
め
で
あ
る
］。
同
堂
の
［
大
功
の
］
弟
妹
・［
小
功
の
］
堂
姪
お
よ
び
［
緦
麻
の
］
姪
孫
を
殴
殺
し
た
者
は
、
杖
一
百

流
三
千
里
と
す
る
［
重
度
の
障
害
・
疾
病
を
与
え
た
り
、
死
亡
さ
せ
た
者
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
の
は
、
そ
の
罪
が
こ
れ
を
上
限
と
す
る

た
め
で
あ
る
。
な
お
律
に
依
拠
し
て
財
産
の
半
ば
を
給
付
し
て
養
わ
せ
る
］。
故
意
に
殺
し
た
者
は
絞
［
監
候
と
す
る
。
過
失
に
て
殺
し
た

者
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
ぞ
れ
本
条
（
戲
殺
誤
殺
過
失
殺
傷
人
律
）
の
收
贖
規
定
の
適
用
を
認
め
る
た
め
で
あ
る
。
兄

の
妻
お
よ
び
伯
叔
母
、
弟
の
妻
お
よ
び
卑
幼
の
婦つ

ま

に
つ
い
て
は
、「
夫
の
親
属
を
殴
す
る
の
律
」
に
規
定
が
あ
る
。
姪
と
姪
孫
に
つ
い
て
は
、

「
期
親
を
殴
す
る
の
律
」
に
規
定
が
あ
る
］。

【
解
説
】

　
こ
の
律
条
は
、
親
族
関
係
に
あ
る
者
ど
う
し
の
傷
害
お
よ
び
殺
害
に
対
す
る
処
罰
を
規
定
し
た
も
の
で
、
と
く
に
大
功
・
小
功
・
緦
麻

の
関
係
に
あ
る
者
を
対
象
と
し
て
い
る
。
大
功
等
は
喪
服
制
度
（
服
制
）
上
の
用
語
で
、
直
接
に
は
喪
に
服
す
期
間
や
喪
服
の
様
式
を
規

定
す
る
が
、
親
族
関
係
の
親
疎
を
反
映
す
る
概
念
と
も
な
っ
て
い
る
。『
大
清
律
例
』
は
伝
統
的
な
五
服
（
斬
衰
・
齊
衰
・
大
功
・
小
功
・
緦

麻
）
の
制
を
採
用
し
、
こ
れ
に
尊
卑
長
幼
の
序
を
組
み
合
わ
せ
て
親
族
間
の
犯
罪
に
お
け
る
罪
の
軽
重
を
区
別
す
る
指
標
と
し
て
い
る
。
な

お
、
尊
卑
長
幼
の
尊
は
祖
父
や
父
・
叔
父
な
ど
己
よ
り
上
の
世
代
の
者
、
卑
は
子
や
孫
・
甥
な
ど
己
よ
り
下
の
世
代
の
者
、
長
は
兄
や
従

兄
な
ど
同
世
代
（
同
輩
）
の
年
長
者
、
幼
は
弟
や
従
弟
な
ど
同
世
代
の
年
少
者
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
。
し
ば
し
ば
目
上
に
あ
た
る
者
を
尊
長
、

目
下
に
当
た
る
者
を
卑
幼
と
連
称
す
る
が
、
同
世
代
内
で
の
上
下
を
示
す
長
幼
の
序
よ
り
、
世
代
そ
の
も
の
の
上
下
を
示
す
尊
卑
の
序
の

方
が
、
よ
り
重
く
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

　
ま
た
こ
の
律
条
で
は
、
卑
幼
が
加
害
者
と
な
っ
た
事
例
を
前
段
、
尊
長
が
加
害
者
と
な
っ
た
事
例
を
後
段
で
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
お
り
、
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前
者
の
処
罰
が
よ
り
重
く
、
後
者
の
処
罰
が
よ
り
軽
く
規
定
さ
れ
る
様
が
明
瞭
に
見
て
取
れ
る
。
さ
ら
に
当
事
者
間
の
親
疎
の
差
も
、
処

罰
を
左
右
す
る
要
素
と
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
卑
幼
が
本
人
に
よ
り
親
し
い
尊
長
を
害
し
た
場
合
ほ
ど
刑
罰
が
加
重
さ
れ
る
規
定
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
傷
害
等
の
犯
罪
に
対
し
、
喪
服
制
度
と
尊
卑
長
幼
の
序
を
指
標
と
し
な
が
ら
親
族
関
係
と
刑
罰
規
定
を
関
連
付
け

る
仕
組
み
は
、
中
国
律
の
特
徴
で
あ
り
、
唐
律
な
ど
に
も
看
取
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
殴
大
功
以
下
尊
長
律
の
直
接
の
淵
源
は
明
律
の
同
名
の
律
で
あ
り
、
律
の
本
文
に
つ
い
て
は
明
清
律
の
間
に
大
き
な
異
同
は
な
い
。

し
か
し
、
清
代
に
入
っ
て
か
ら
の
律
例
編
纂
の
過
程
で
、
こ
の
律
条
に
は
多
く
の
小
註
が
加
え
ら
れ
た
（
史
料
の
［
　
］）。
そ
し
て
、
本
条

の
小
註
に
つ
い
て
は
『
大
清
律
例
』
成
書
後
も
微
調
整
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
乾
隆
五
年
（
一
七
四
〇
）
の
時
点
で
は
前
段
最
後
の
小
註
に

「
絞
・
斬
は
本
宗
の
小
功
・
大
功
の
兄
姉
及
び
尊
屬
に
在
ら
ば
則
ち
決
と
す
。
余
は
俱
に
監
候
と
す
。
族
兄
の
過
繼
、
族
姉
の
出
嫁
の
ご
と

き
は
、
仍
ほ
緦
蔴
に
依
り
て
無
服
と
な
す
べ
か
ら
ず
（
絞
斬
在
本
宗
小
功
大
功
兄
姉
及
尊
屬
則
決
。
余
俱
監
候
。
若
族
兄
過
繼
、
族
姉
出
嫁
、
仍
依

緦
蔴
不
可
作
無
服
）」
と
あ
っ
た
の
が
、
乾
隆
三
二
年
（
一
七
六
七
）
に
前
引
の
「
絞
・
斬
は
本
宗
の
小
功
・
大
功
の
兄
姉
及
び
尊
屬
に
在
ら

ば
則
ち
決
と
す
。
余
は
俱
に
監
候
と
す
。
故
殺
す
る
者
を
言
は
ざ
る
は
、
亦
た
斬
に
止
ま
れ
ば
な
り
（
絞
斬
在
本
宗
小
功
大
功
兄
姉
及
尊
屬
則

決
。
余
俱
監
候
。
不
言
故
殺
者
、
亦
止
於
斬
也
）」
と
改
め
ら
れ
た
（『
大
清
律
例
通
考
』
巻
二
八
）。
こ
の
よ
う
に
一
般
に
固
定
的
と
さ
れ
る
律
条

に
つ
い
て
も
、
小
註
に
は
若
干
の
変
遷
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

【
史
料
IV
】

『
大
清
律
例
増
修
統
纂
集
成
』
巻
二
六
、
刑
律
、
人
命
、
謀
殺
人
律

① 

原 

文
（［
　
］
は
小
註
）

凡
謀
［
或
謀
諸
心
、
或
謀
諸
人
］
殺
人
、
造
意
者
、
斬
［
監
候
］。
從
而
加
功
者
、
絞
［
監
候
］。
不
加
功
者
、
杖
一
百
流
三
千
里
。
殺
訖

乃
坐
［
若
未
曾
殺
訖
而
邂
逅
身
死
、
止
依
同
謀
共
毆
人
科
斷
］。
若
傷
而
不
死
、
造
意
者
、
絞
［
監
候
］。
從
而
加
功
者
、
杖
一
百
流
三
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千
里
。
不
加
功
者
、
杖
一
百
徒
三
年
。
若
謀
而
已
行
、
未
曾
傷
人
者
、［
造
意
爲
首
者
］
杖
一
百
徒
三
年
。
爲
從
者
、［
同
謀
、
同
行
］

各
杖
一
百
。
但
同
謀
者
、［
雖
不
同
行
］
皆
坐
。
其
造
意
者
、［
通
承
已
殺
、
已
傷
、
已
行
三
項
］、
身
雖
不
行
、
仍
爲
首
論
。
從
者
不
行
、

減
行
［
而
不
加
功
］
者
一
等
。
若
因
而
得
財
者
、
同
强
盜
不
分
首
從
論
、
皆
斬
［
行
而
不
分
贓
、
及
不
行
又
不
分
贓
、
皆
仍
依
謀
殺
論
］。

② 

訓 
読

　

凡
そ
謀
り
て
［
或
い
は
諸こ

れ
を
心
に
謀
り
、
或
い
は
諸こ

れ
を
人
に
謀
り
］
人
を
殺
す
に
、
造
意
す
る
者
は
、
斬
［
監
候
］
と
す
。
從
ひ

て
加
功
す
る
者
は
、
絞
［
監
候
］
と
す
。
加
功
せ
ざ
る
者
は
、
杖
一
百
流
三
千
里
と
す
。
殺
し
訖お

は
ら
ば
乃
ち
坐
す
［
若
し
未
だ
曾
て
殺

し
訖お

わ
ら
ず
し
て
身
死
に
邂
逅
す
る
は
、「
同
謀
し
て
人
を
共
毆
す
」
に
依
り
て
科
斷
す
る
に
止
む
］。
若
し
傷
つ
け
て
死
な
ざ
る
に
、
造

意
す
る
者
は
、
絞
［
監
候
］
と
す
。
從
ひ
て
加
功
す
る
者
は
、
杖
一
百
流
三
千
里
と
す
。
加
功
せ
ざ
る
者
は
、
杖
一
百
徒
三
年
と
す
。
若

し
謀
り
て
已
に
行
き
、
未
だ
曾
て
人
を
傷
つ
け
ざ
る
者
は
、［
造
意
し
て
首
と
爲
る
者
は
］
杖
一
百
徒
三
年
と
す
。
從
と
爲
る
者
は
、［
同

謀
、
同
行
］
各
々
杖
一
百
と
す
。
但
だ
同
謀
す
る
者
は
、［
同
行
せ
ず
と
雖
も
］
皆
な
坐
す
。
其
の
造
意
す
る
者
は
、［
通す

べ

て
已
に
殺
す
、
已

に
傷
つ
く
る
、
已
に
行
く
の
三
項
を
承
け
］、
身
は
行
か
ず
と
雖
も
、
仍
ほ
首
と
爲
し
て
論
ず
。
從
た
る
者
の
行
か
ざ
る
は
、
行
き
て
［
加

功
せ
ざ
る
］
者
よ
り
一
等
を
減
ず
。
若
し
因
っ
て
財
を
得
る
者
は
、「
强
盜
」
と
同
じ
く
首
從
を
分
か
た
ず
論
じ
、
皆
な
斬
と
す
［
行
き
て

贓
を
分
け
ず
、
及
び
行
か
ず
し
て
又
贓
も
分
け
ざ
る
は
、
皆
な
仍
ほ
「
謀
殺
」
に
依
り
て
論
ず
］。

③ 

語 

釈

〈
造
意
〉
殺
害
の
意
志
を
形
づ
く
る
こ
と
。　〈
從
〉
造
意
者
に
随
従
す
る
こ
と
。　〈
加
功
〉
犯
行
に
荷
担
す
る
こ
と
。　〈
同
謀
共
毆
人
〉『
大

清
律
例
』
刑
律
・
人
命
・
闘
殴
及
故
殺
人
律
の
規
定
を
指
す
。　〈
已
行
〉
本
条
で
の
「
行
」
は
犯
行
現
場
に
行
く
こ
と
を
指
す
。
同
行
・

不
行
の
「
行
」
も
同
じ
。　〈
强
盜
〉『
大
清
律
例
』
刑
律
・
賊
盗
上
「
强
盜
」
の
規
定
を
指
す
。

④ 

和 

訳

　
お
よ
そ
謀
っ
て
［
あ
る
い
は
こ
れ
を
心
に
謀
り
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
人
に
謀
り
］
人
を
殺
し
た
場
合
、
造
意
の
者
は
、
斬
［
監
候
］
と
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す
る
。
随
従
し
て
犯
行
に
荷
担
し
た
者
は
、
絞
［
監
候
］
と
す
る
。
荷
担
し
な
か
っ
た
者
は
、
杖
一
百
流
三
千
里
と
す
る
。
殺
害
が
遂
行

さ
れ
れ
ば
〔
以
上
の
〕
罪
に
坐
す
［
も
し
殺
害
は
未
遂
で
あ
っ
た
が
〔
被
害
者
が
〕
死
亡
し
た
場
合
は
、「
共
謀
し
て
人
を
共
殴
す
る
」
の

規
定
に
依
拠
し
て
処
罰
す
る
に
止
め
る
］。

　
も
し
傷
つ
け
た
が
死
亡
し
な
か
っ
た
場
合
、
造
意
の
者
は
、
絞
［
監
候
］
と
す
る
。
随
従
し
て
犯
行
に
荷
担
し
た
者
は
、
杖
一
百
流
三

千
里
と
す
る
。
荷
担
し
な
か
っ
た
者
は
、
杖
一
百
徒
三
年
と
す
る
。

　
も
し
謀
っ
て
犯
行
現
場
に
行
っ
た
も
の
の
、
人
を
傷
つ
け
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、［
造
意
し
て
首
犯
と
な
る
者
は
］
杖

一
百
徒
三
年
と
す
る
。
従
犯
と
な
る
者
は
、［
共
謀
し
た
者
も
、
犯
行
現
場
に
行
っ
た
者
も
］
各
々
杖
一
百
と
す
る
。
た
だ
謀
議
に
加
わ
っ

た
だ
け
の
者
は
［
犯
行
現
場
に
行
か
な
く
て
も
］、
み
な
罪
に
坐
す
。

　
そ
の
造
意
の
者
は
［
殺
害
の
既
遂
、
傷
害
の
既
遂
、
犯
行
現
場
に
行
く
と
い
う
三
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
れ
ば
］、
本
人
は
犯
行
現
場

に
行
っ
て
い
な
く
と
も
、
な
お
首
犯
と
し
て
罪
に
問
う
。
従
犯
で
犯
行
現
場
に
行
か
な
か
っ
た
場
合
は
、
行
っ
て
［
犯
行
に
荷
担
し
な
か
っ

た
］
者
か
ら
一
等
を
減
ず
る
。

　
も
し
犯
行
に
よ
っ
て
財
物
を
得
た
者
は
、「
強
盗
」
と
同
じ
く
首
従
を
区
別
せ
ず
に
罪
に
問
い
、
み
な
斬
と
す
る
［
犯
行
現
場
に
行
っ
た

が
不
正
な
財
物
を
分
与
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
犯
行
現
場
に
行
か
ず
か
つ
不
正
な
財
物
を
分
与
さ
れ
な
か
っ
た
者
は
、
皆
な
お
「
謀
殺
人
律
」

に
依
拠
し
て
罪
に
問
う
］。

【
解
説
】

　
こ
の
律
は
「
人
を
殺
そ
う
と
謀
り
、
行
動
に
移
し
た
こ
と
」
に
対
す
る
処
罰
を
規
定
す
る
も
の
で
、
殺
害
を
目
的
と
す
る
行
為
が
開
始

さ
れ
れ
ば
、
殺
害
や
傷
害
な
ど
の
結
果
に
至
ら
な
く
と
も
処
罰
対
象
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
複
数
人
で
の
謀
議
（
謀
諸
人
）
は
も
と
よ
り
、
単

独
犯
で
あ
っ
て
も
予
備
・
陰
謀
（
謀
諸
心
）
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、「
謀
」
は
成
立
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
の
他
、
謀
殺
の
意
志
の
形
成
や
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そ
の
遂
行
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
「
造
意
」、
犯
行
現
場
に
行
く
「
行
」、
犯
行
に
荷
担
す
る
「
加
功
」
な
ど
、
犯
行
へ
の
か
か
わ
り

方
に
よ
っ
て
刑
罰
が
細
か
く
規
定
さ
れ
る
の
が
こ
の
律
条
の
特
色
で
あ
る
。【
史
料
II
】
の
鄭
耀
淙
は
「
謀
り
て
人
を
殺
す
者
は
斬
の
律
」

に
よ
り
斬
監
候
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
彼
が
こ
の
謀
殺
事
件
の
「
造
意
者
」
と
み
な
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
鄭
耀
淙
に
嚇
さ
れ
て

随
従
し
た
徐
紹
棠
は
、
随
従
し
て
犯
行
現
場
に
行
っ
た
が
殺
害
に
は
荷
担
し
な
か
っ
た
の
で
「
從
ひ
て
加
功
せ
ず
」
と
し
て
流
刑
（
杖
一

百
流
三
千
里
）
と
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
彼
は
す
で
に
流
刑
の
配
流
を
待
つ
身
で
あ
っ
た
の
で
、
流
刑
に
徒
役
（
労
役
）
を
加
え
る
と
い
う
加

重
措
置
が
と
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

【
書
式
】

　
清
代
に
流
布
し
た
坊
刻
の
『
大
清
律
例
』
は
、
二
段
な
い
し
は
三
段
の
段
組
構
成
を
取
る
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
『
大
清

律
例
増
修
統
纂
集
成
』
は
、
書
影
8
に
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
三
段
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
律
お
よ
び
条
例
は
下
段
に
記
さ
れ
る
。
最
上

段
に
は
、
そ
の
律
や
条
例
に
関
連
す
る
他
の
律
・
条
例
を
注
記
し
て
相
互
参
照
を
促
し
、
中
央
の
段
に
は
律
の
注
釈
や
関
連
す
る
成
案
等

が
列
記
さ
れ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
坊
刻
『
大
清
律
例
』
の
体
裁
は
、
影
印
本
の
あ
る
『
大
清
律
例
会
通
新
纂
』
や
『
大

清
律
例
彙
輯
便
覧
』
に
も
見
て
取
れ
る
。
一
方
、
こ
う
し
た
関
連
情
報
を
載
せ
ず
、
律
と
条
例
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
官
刻
の
『
大

清
律
例
』（
東
洋
文
庫
蔵
）
は
書
影
9
と
し
て
掲
載
し
た
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

【
参
考
文
献
】

呉
壇
撰
、
馬
建
石
・
楊
育
棠
主
編
『
大
清
律
例
通
考
校
注
』（
北
京
、
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）

呉
坤
修
等
撰
、
郭
成
偉
主
編
『
大
清
律
例
根
原
』
全
四
冊
（
上
海
、
上
海
辞
書
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）

薛
允
升
撰
、
黄
静
嘉
編
校
『
読
例
存
疑
重
刊
本
　
附
作
者
伝
略
及
清
律
条
例
編
号
標
目
』
全
五
冊
（
台
北
、
成
文
出
版
社
、
一
九
七
〇
年
）
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黄
彰
健
編
著
『
明
代
律
例
彙
編
』
上
下
（
台
北
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
七
九
年
）

島
田
正
郎
「
清
律
の
成
立
」（
島
田
正
郎
『
清
朝
蒙
古
例
の
研
究
』
創
文
社
、
一
九
八
二
年
所
収
）

谷
井
俊
仁
「
清
律
」（
滋
賀
秀
三
編
『
中
国
法
制
史
　
基
本
資
料
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
所
収
）

滋
賀
秀
三
「
大
清
律
例
を
め
ぐ
っ
て
」（
滋
賀
秀
三
『
中
国
法
制
史
論
集
　
法
典
と
刑
罰
』
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
所
収
）

律
令
研
究
会
編
『
訳
註
日
本
律
令
』
五
～
八
・
唐
律
疏
議
訳
註
編
一
～
四
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
九
～
九
六
年
）

三
　『
大
清
会

典
』

【
解
題
】

　『
大
清
会
典
』
は
、
清
朝
の
国
家
機
構
や
諸
制
度
を
概
観
し
、
さ
ら
に
関
連
す
る
規
定
や
先
例
等
を
集
約
整
理
し
た
大
部
の
編
纂
物
で
、

先
行
研
究
で
は
「
国
制
総
覧
と
で
も
言
う
べ
き
書
物
」（［
滋
賀
二
〇
〇
三
］
三
〇
四
頁
）
と
も
称
さ
れ
て
き
た
。
清
朝
は
康
煕
・
雍
正
・
乾

隆
・
嘉
慶
・
光
緒
の
各
年
代
に
会
典
の
編
纂
を
行
い
、
こ
の
五
種
の
会
典
は
、
そ
れ
ぞ
れ
清
朝
の
諸
制
度
を
窺
う
際
の
便
利
な
手
引
き
と

し
て
従
来
の
研
究
の
な
か
で
も
し
ば
し
ば
活
用
さ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
五
種
の
会
典
の
う
ち
、
雍
正
会
典
は
康
煕
会
典
の
増
補
版
と
し
て
の
色
彩
が
濃
く
、
構
成
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
乾
隆
会
典
で
は
、
国
初
以
来
の
例
の
増
加
に
対
応
し
て
、
制
度
の
概
要
を
示
し
た
『
大
清
会
典
』
と
諸
々
の
事
例
を
集
め
た
『
大
清

会
典
則
例
』
の
二
本
に
分
離
す
る
編
纂
方
針
が
立
て
ら
れ
た
。
ま
た
、
嘉
慶
会
典
の
編
纂
時
に
は
、
会
典
則
例
の
名
を
会
典
事
例
と
改
め
、

さ
ら
に
祭
器
や
冠
服
等
の
図
版
と
そ
の
解
説
も
別
冊
に
す
る
措
置
が
取
ら
れ
、『
大
清
会
典
』『
大
清
会
典
事
例
』『
大
清
会
典
図
』
の
三
本

立
て
の
構
成
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
光
緒
会
典
は
嘉
慶
会
典
の
構
成
を
概
ね
受
け
継
い
だ
増
補
版
と
な
っ
て
い
る
。
各
会
典
の
構
成
や
編

纂
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、［
百
瀬
一
九
八
〇
］［
山
根
一
九
九
三
］
に
詳
し
い
。
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　『
大
清
会
典
』
の
影
印
本
と
し
て
は
、『
近
代
中
国
史
料
叢
刊
』
第
三
編
に
康
煕
・
雍
正
・
嘉
慶
の
各
会
典
が
収
録
さ
れ
る
ほ
か
、『
四
庫

全
書
』
に
乾
隆
会
典
、『
続
修
四
庫
全
書
』
に
光
緒
会
典
が
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
三
部
の
大
型
叢
書
で
五
種
の
会
典
が
一
通
り
揃
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
会
典
五
種
を
全
て
揃
え
た
『
大
清
五
朝
会
典
』
が
線
装
書
局
よ
り
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
光
緒
会
典
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
以
外
に
も
中
文
書
局
、
新
文
豊
、
中
華
書
局
な
ど
か
ら
影
印
出
版
さ
れ
て
お
り
、
五
種
の
『
大
清
会
典
』
の
な
か
で
は
も
っ
と

も
普
及
し
て
い
る
本
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
に
は
康
煕
会
典
の
標
点
本
が
、
鳳
凰
出
版
社
よ
り
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
【
史
料
II
】
で
事
件
の
舞
台
と
な
っ
た
清
代
後
期
の
監
獄
に
つ
い
て
、
光
緒
『
大
清
会
典
』
に
ど
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
の

か
、
そ
の
記
事
の
前
半
部
分
を
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

【
史
料
V
】

光
緒
『
大
清
会
典
』
巻
五
六
、
刑
部
、
監
獄
関
連
記
事
（
前
半
）

① 

原 

文
（［
　
］
は
小
註
）

凡
監
獄
、
有
內
監
［
强
盜
及
斬
絞
重
犯
居
之
］、
有
外
監
［
軍
流
以
下
輕
罪
居
之
。
監
獄
外
垣
周
堆
棘
刺
。
內
外
監
皆
隔
以
垣
牆
］、
有
女

監
［
婦
人
犯
姦
及
實
犯
死
罪
者
居
之
。
其
餘
雜
犯
、
責
付
本
夫
收
管
、
如
無
夫
者
、
責
付
有
服
親
屬
鄰
里
保
管
、
隨
衙
聽
候
］、
別
其
罪
囚

而
繫
之
［
或
鎻
收
、
或
散
收
。
官
犯
公
罪
流
以
下
、
私
罪
杖
以
下
、
軍
民
輕
罪
、
老
幼
廢
疾
皆
散
收
］。
以
時
給
其
衣
糧
［
在
禁
囚
犯
、
日

給
倉
米
一
升
、
冬
給
絮
衣
一
件
。
鎻
・
杻
常
須
洗
滌
、
席
薦
常
須
鋪
置
。
冬
設
暖
牀
、
夏
備
涼
漿
。
支
更
禁
卒
、
夜
給
鐙
油
。
並
於
本
處

有
司
在
官
錢
糧
內
支
放
、
獄
官
豫
期
申
明
關
給
、
毋
致
缺
誤
。
赴
倉
支
領
囚
糧
、
每
石
給
腳
價
銀
五
分
。
其
遞
解
人
犯
、
按
程
給
予
口
糧
。

如
遇
隆
冬
停
遣
、
每
名
給
予
衣
冃
。
五
城
司
坊
羇
禁
人
犯
、
及
部
發
各
司
坊
枷
號
並
看
守
待
質
等
犯
、
果
係
赤
貧
、
無
家
屬
送
飯
者
、
每

人
日
給
老
米
一
升
、
按
季
造
報
戶
部
覈
銷
。
凡
斬
絞
重
犯
、
及
軍
流
遣
犯
、
在
監
及
解
審
發
配
、
俱
著
赭
衣
］、
治
其
疾
病
［
內
外
監
獄
、

醫
治
罪
囚
疾
病
、
官
給
以
藥
、
選
用
醫
生
二
名
、
年
底
稽
考
優
劣
。
如
醫
治
痊
愈
者
多
、
照
例
俟
六
年
已
滿
、
在
內
咨
授
吏
目
、
在
外
咨
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授
典
科
・
訓
科
。
不
能
醫
治
病
死
多
者
、
卽
責
革
更
換
。
徒
罪
以
下
人
犯
患
病
、
獄
官
報
明
、
承
審
官
卽
赴
監
驗
看
是
實
、
行
令
該
地
方

官
取
具
的
保
保
出
調
治
。
俟
病
痊
卽
送
監
審
結
。
如
係
旗
人
、
行
令
該
佐
領
・
驍
騎
校
取
保
。
外
解
人
犯
、
無
人
保
出
者
、
令
其
散
處
外

監
、
加
意
調
治
。
如
獄
官
不
報
、
承
審
官
不
驗
看
保
釋
、
以
淹
禁
論
。
本
犯
無
病
、
而
串
通
獄
卒
・
醫
生
捏
稱
有
病
、
及
病
已
痊
愈
、
而

該
管
等
官
不
卽
送
監
、
俱
以
詐
病
避
事
論
。
至
督
撫
題
報
監
斃
人
犯
、
必
將
所
犯
罪
名
、
所
患
病
證
、
及
有
無
陵
虐
、
曾
否
保
釋
、
逐
一

聲
明
］、
嚴
其
防
範
［
强
盜
・
十
惡
・
謀
故
殺
重
犯
、
用
鐵
鎻
・
杻
・
鐐
各
三
衜
。
其
餘
鬪
毆
・
人
命
等
案
罪
犯
、
以
及
軍
流
徒
罪
等
犯
、

止
用
鐵
鎻
・
杻
・
鐐
各
一
衜
。
笞
杖
等
犯
、
止
用
鐵
鎻
一
衜
。
如
輕
罪
濫
用
重
鎻
、
重
罪
私
用
輕
鎻
、
及
應
三
衜
而
用
九
衜
、
應
九
衜
而

用
三
衜
、
獄
官
題
參
、
禁
卒
革
役
。
凡
獲
犯
到
案
、
及
解
審
發
回
之
時
、
州
縣
官
當
堂
細
加
搜
檢
、
無
夾
帶
金
刄
等
物
、
方
許
進
監
。
凡

甎
石
・
樹
木
・
銅
鐵
器
皿
之
類
、
不
許
禁
卒
混
行
取
入
。
有
買
酒
入
監
者
、
將
禁
卒
嚴
行
責
治
查
辦
。
皂
隸
及
官
員
家
僕
人
等
、
不
許
擅

自
出
入
監
所
。
監
犯
祖
父
・
伯
叔
・
兄
弟
・
妻
子
、
許
一
月
兩
次
入
視
、
隨
從
使
役
、
不
得
過
兩
名
。
入
視
旋
出
、
不
得
久
留
。
有
送
飮

食
者
、
提
牢
官
驗
明
、
禁
子
轉
送
。
盜
犯
家
口
、
不
許
放
入
監
門
探
視
。
違
者
枷
責
、
官
吏
參
處
。
獄
囚
不
得
給
予
鐙
油
。
內
外
監
俱
不

得
搭
蓋
天
棚
。
斬
絞
監
候
之
犯
、
每
遇
秋
審
、
責
令
獄
官
監
視
薙
髮
一
次
、
軍
流
人
犯
、
每
季
薙
髮
一
次
。
仍
令
留
頂
心
一
片
。
秋
審
解

省
者
、
必
俟
審
畢
發
回
後
、
方
許
薙
髮
］、
懲
其
陵
虐
［
獄
內
禁
用
匣
牀
。
官
員
擅
取
病
呈
、
致
死
監
犯
者
、
以
謀
殺
造
意
論
。
獄
官
・
禁

卒
聽
從
下
手
、
以
從
而
加
功
論
。
其
獄
卒
受
罪
人
讎
家
賄
囑
、
謀
死
本
犯
者
、
亦
以
謀
殺
論
。
番
役
私
拷
死
罪
人
犯
者
、
枷
號
・
杖
責
。
私

拷
軍
流
以
下
罪
犯
者
、
遞
加
一
等
治
罪
。
逼
索
銀
錢
、
計
贓
以
枉
法
論
。
至
程
遞
人
犯
、
如
押
解
人
役
擅
加
杻
・
鐐
、
非
法
亂
打
、
搜
檢

財
物
、
剝
脫
衣
服
、
逼
致
死
傷
、
或
姦
汙
犯
人
妻
女
者
、
照
例
重
治
。
並
許
被
害
之
犯
、
在
各
該
處
衙
門
控
吿
］。

② 

訓 

読

凡
そ
監
獄
、
內
監
有
り
［
强
盜
及
び
斬
絞
の
重
犯
は
之こ

れ
に
居
ら
し
む
］、
外
監
有
り
［
軍
流
以
下
の
輕
罪
は
之
れ
に
居
ら
し
む
。
監
獄
の

外
垣
に
は
棘
刺
を
周
堆
す
。
內
外
監
は
皆
な
隔
つ
る
に
垣
牆
を
以
て
す
］、
女
監
有
り
［
婦
人
の
犯
姦
及
び
實
犯
死
罪
の
者
は
こ
れ
に
居
ら

し
む
。
其
の
餘
の
雜
犯
は
、
本
夫
に
責
付
し
て
收
管
せ
し
め
、
夫
な
き
者
の
如
き
は
、
有
服
親
屬
・
鄰
里
に
責
付
し
て
保
管
し
、
衙
に
隨
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ひ
聽
候
せ
し
む
］、
其
の
罪
囚
を
別
か
ち
て
こ
れ
を
繫
ぐ
［
或
い
は
鎻
收
し
、
或
い
は
散
收
す
。
官
犯
の
公
罪
に
て
流
以
下
、
私
罪
に
て
杖

以
下
、
軍
民
の
輕
罪
、
老
幼
廢
疾
は
皆
な
散
收
す
］。
時
を
以
て
其
の
衣
糧
を
給
し
［
在
禁
の
囚
犯
、
日
々
倉
米
一
升
を
給
し
、
冬
に
は
絮じ

よ

衣い

一
件
を
給
す
。
鎻
・
杻
は
常
に
須
ら
く
洗
滌
す
べ
く
、
席
薦
は
常
に
須
ら
く
鋪
置
す
べ
し
。
冬
に
は
暖
牀
を
設
け
、
夏
に
は
涼
漿
を
備

ふ
。
支
更
の
禁
卒
に
は
、
夜
、
鐙
油
を
給
す
。
並
び
て
本
處
有
司
の
在
官
錢
糧
內
よ
り
支
放
し
、
獄
官
は
豫
め
申
明
し
て
關
給
す
る
を
期

し
、
缺
誤
を
致
す
な
か
れ
。
倉
に
赴
き
て
支
領
せ
る
囚
糧
は
、
石
ご
と
に
腳
價
銀
五
分
を
給
す
。
其
の
遞
解
人
犯
は
、
程
を
按
じ
口
糧
を

給
予
す
。
隆
冬
に
遇
ひ
停
遣
す
る
の
如
き
は
、
每
名
、
衣
冃
を
給
予
す
。
五
城
司
坊
の
羇
禁
せ
る
人
犯
、
及
び
部
の
各
司
坊
に
發
す
る
枷

號
並
び
に
看
守
待
質
等
の
犯
、
果
た
し
て
赤
貧
に
係
り
、
家
屬
の
送
飯
無
き
者
は
、
每
人
、
日
々
老
米
一
升
を
給
し
、
季
に
按
じ
て
戶
部

に
造
報
し
て
覈
銷
す
。
凡
そ
斬
絞
の
重
犯
、
及
び
軍
流
遣
犯
、
在
監
及
び
解
審
發
配
に
は
、
俱
に
赭
衣
を
著き

せ
し
む
］、
其
の
疾
病
を
治
し

［
內
外
監
獄
、
罪
囚
の
疾
病
を
醫
治
す
る
に
、
官
は
給
す
る
に
藥
を
以
て
し
、
醫
生
二
名
を
選
用
し
、
年
底
に
優
劣
を
稽
考
す
。
も
し
醫
治

し
て
痊
愈
す
る
者
多
け
れ
ば
、
例
に
照
ら
し
て
六
年
已
滿
を
俟
ち
、
在
內
は
吏
目
を
咨
授
し
、
在
外
は
典
科
・
訓
科
を
咨
授
す
。
醫
治
す

る
能
は
ず
病
死
多
き
者
は
、
卽
ち
に
責
革
し
て
更
換
す
。
徒
罪
以
下
の
人
犯
の
患
病
は
、
獄
官
報
明
し
、
承
審
官
卽
ち
に
監
に
赴
き
是
れ

實
な
る
や
を
驗
看
し
、
該
地
方
官
に
行め

い
れ
い令
し
て
的
保
を
取
具
し
、
保
出
し
て
調
治
せ
し
む
。
病
痊
ゆ
る
を
俟
ち
て
卽
ち
に
監
に
送
り
審
結

す
。
如
し
旗
人
に
係
れ
ば
、
該
佐
領
・
驍
騎
校
に
行
令
し
て
取
保
せ
し
む
。
外
解
人
犯
、
人
の
保
出
す
る
無
き
者
は
、
其
れ
を
し
て
外
監

に
散
處
し
、
意
を
加
へ
て
調
治
せ
し
む
。
獄
官
の
不
報
、
承
審
官
の
驗
看
・
保
釋
せ
ざ
る
の
如
き
は
、「
淹
禁
」
を
以
て
論
ず
。
本
犯
病
無

く
、
而
し
て
獄
卒
・
醫
生
と
串
通
し
病
有
り
と
捏
稱
す
、
及
び
病
已
に
痊
愈
す
る
も
、
而
し
て
該
管
等
官
の
卽
ち
に
は
送
監
せ
ざ
る
は
、
俱

に
「
病
と
詐
り
て
事
を
避
く
」
を
以
て
論
ず
。
督
撫
の
題
報
せ
る
監
斃
人
犯
に
至
っ
て
は
、
必
ず
犯
す
所
の
罪
名
、
患
ふ
所
の
病
證
、
及

び
陵
虐
す
る
有
る
や
無
し
や
、
曾
て
保
釋
す
る
や
否
や
を
、
逐
一
聲
明
す
］、
其
の
防
範
を
嚴
し
く
し
［
强
盜
・
十
惡
・
謀
故
殺
の
重
犯
は
、

鐵
鎻
・
杻
・
鐐
各
三
衜
を
用
ふ
。
其
の
餘
の
鬭
毆
・
人
命
等
案
の
罪
犯
、
お
よ
び
軍
流
徒
罪
等
の
犯
は
、
止
だ
鐵
鎻
・
杻
・
鐐
各
一
衜
を

用
ふ
。
笞
杖
等
の
犯
は
、
止
だ
鐵
鎻
一
衜
を
用
ふ
。
輕
罪
の
濫
り
に
重
鎻
を
用
ふ
、
重
罪
の
私ひ

そ
かに
輕
鎻
を
用
ふ
、
及
び
應
に
三
衜
と
す
べ
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く
し
て
九
衜
を
用
ふ
、
應
に
九
衜
と
す
べ
く
し
て
三
衜
を
用
ふ
の
如
き
は
、
獄
官
は
題
參
し
、
禁
卒
は
革
役
す
。
凡
そ
獲
犯
到
案
、
及
び

解
審
發
回
の
時
、
州
縣
官
は
當
堂
し
て
細
か
く
搜
檢
を
加
へ
、
金
刄
等
物
を
夾
帶
す
る
無
く
ん
ば
、
方は

じ

め
て
進
監
を
許
す
。
凡
そ
甎
石
・

樹
木
・
銅
鐵
の
器
皿
の
類
は
、
禁
卒
の
混
行
し
て
取
入
す
る
を
許
さ
ず
。
酒
を
買
ひ
入
監
す
る
者
あ
ら
ば
、
禁
卒
を
ば
嚴
し
く
責
治
を
行

ひ
查
辦
せ
よ
。
皂
隸
及
び
官
員
の
家
僕
人
等
は
、
擅ほ

し
い
ま
ま自に
監
所
に
出
入
す
る
を
許
さ
ず
。
監
犯
の
祖
父
・
伯
叔
・
兄
弟
・
妻
子
は
、
一
月

兩
次
の
入
視
を
許
す
も
、
隨
從
せ
る
使
役
は
、
兩
名
を
過
ぐ
る
を
得
ず
。
入
視
す
れ
ば
旋た

だ

ち
に
出
で
、
久
し
く
留
ま
る
を
得
ず
。
飮
食
を

送
る
者
有
ら
ば
、
提
牢
官
驗
明
し
、
禁
子
轉
送
す
。
盜
犯
の
家
口
は
、
監
門
よ
り
放
入
し
て
探
視
す
る
を
許
さ
ず
。
違
ふ
者
は
枷
責
し
、
官

吏
は
參
處
す
。
獄
囚
に
は
鐙
油
を
給
予
す
る
を
得
ず
。
內
外
監
は
俱
に
天
棚
を
搭
蓋
す
る
を
得
ず
。
斬
絞
監
候
の
犯
は
、
秋
審
に
遇
ふ
ご

と
に
、
獄
官
に
責
令
し
て
監
視
せ
し
め
薙
髮
す
る
こ
と
一
次
、
軍
流
人
犯
は
、
季
ご
と
に
薙
髮
す
る
こ
と
一
次
と
す
。
仍
ほ
頂
心
一
片
を

留
め
し
む
。
秋
審
の
解
省
す
る
者
は
、
必
ず
審
畢
發
回
を
俟
ち
て
後
、
方
め
て
薙
髮
を
許
す
］、
其
の
陵
虐
を
懲い

ま
しむ
［
獄
內
は
匣
牀
を
用
ゐ

る
を
禁
ず
。
官
員
の
擅
に
病
呈
を
取
り
、
監
犯
を
致
死
せ
し
む
る
者
は
、「
謀
殺
造
意
」
を
以
て
論
ず
。
獄
官
・
禁
卒
の
聽
從
し
て
手
を
下

す
は
、「
從
ひ
て
加
功
す
」
を
以
て
論
ず
。
其
の
獄
卒
、
罪
人
の
讎
家
の
賄
囑
を
受
け
、
本
犯
を
謀
死
せ
る
者
も
、
亦
た
「
謀
殺
」
を
以
て

論
ず
。
番
役
の
死
罪
人
犯
を
私
拷
す
る
者
は
、
枷
號
・
杖
責
す
。
軍
流
以
下
の
罪
犯
を
私
拷
す
る
者
は
、
一
等
を
遞
加
し
て
治
罪
す
。
銀

錢
を
逼
索
す
る
は
、
贓
を
計
り
「
枉
法
」
を
以
て
論
ず
。
程
遞
人
犯
に
至
っ
て
は
、
押
解
人
役
の
擅
に
杻
・
鐐
を
加
へ
、
非
法
に
亂
打
し
、

財
物
を
搜
檢
し
、
衣
服
を
剝
脫
し
、
逼
ま
り
て
死
傷
を
致
す
、
或
い
は
犯
人
の
妻
女
を
姦
汗
す
る
者
の
如
き
は
、
例
に
照
ら
し
て
重
治
す
。

並
び
て
被
害
の
犯
は
、
各
該
處
衙
門
に
在
っ
て
控
吿
す
る
を
許
す
］。

③ 

語 

釈

〈
實
犯
死
罪
〉
明
清
の
律
例
で
は
、
死
刑
に
あ
た
る
罪
名
は
真
犯
死
罪
と
雑
犯
死
罪
に
分
け
ら
れ
、
後
者
に
つ
い
て
明
制
で
は
准
贖
、
清
制

で
は
准
徒
五
年
と
さ
れ
て
い
た
。
前
者
の
真
犯
死
罪
は
、
雍
正
期
以
降
、
避
諱
に
よ
っ
て
実
犯
死
罪
と
改
め
ら
れ
た
（
実
犯
死
罪
・
雑
犯
死

罪
の
罪
名
は
、
乾
隆
五
年
の
『
大
清
律
例
』
総
類
に
一
覧
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
）。
な
お
、
右
の
史
料
で
は
こ
れ
に
つ
づ
け
て
「
其
余
雑
犯
」
と
あ
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る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
雑
犯
死
罪
で
は
な
く
、
死
刑
以
外
の
雑
多
な
犯
罪
を
犯
し
た
者
全
般
を
指
し
て
い
る
（『
大
清
律
輯
解
附
例
』
巻
二

八
、
婦
人
犯
罪
律
の
律
後
註
を
参
照
）。　〈
五
城
司
〉
北
京
の
治
安
維
持
等
を
職
掌
と
す
る
五
城
兵
馬
司
の
こ
と
。　〈
赭
衣
〉
赤
い
衣
。
中
国

で
は
罪
人
に
赤
い
衣
を
着
せ
る
の
が
古
来
の
習
わ
し
で
あ
っ
た
。　〈
醫
生
〉・〈
吏
目
〉
い
ず
れ
も
太
医
院
の
医
官
。　〈
典
科
〉・〈
訓
科
〉

前
者
は
州
の
医
官
、
後
者
は
県
の
医
官
。　〈
佐
領
〉・〈
驍
騎
校
〉
い
ず
れ
も
八
旗
制
度
上
の
職
名
。　〈
以
淹
禁
論
〉『
大
清
律
例
』
刑
律
・

断
獄
上
「
淹
禁
」
の
規
程
に
よ
っ
て
罪
に
問
う
こ
と
を
言
う
。
淹
禁
は
、
審
理
や
刑
の
執
行
の
遅
滞
な
ど
に
よ
っ
て
、
規
定
の
期
日
を
超

過
し
て
罪
人
を
監
禁
す
る
こ
と
。　〈
以
詐
病
避
事
論
〉『
大
清
律
例
』
刑
律
・
詐
偽
「
詐
病
死
傷
避
事
」
の
規
程
に
よ
っ
て
罪
に
問
う
こ
と

を
言
う
。　〈
十
惡
〉
謀
反
・
謀
大
逆
・
謀
叛
・
悪
逆
・
不
道
・
大
不
敬
・
不
孝
・
不
睦
・
不
義
・
内
乱
の
十
の
大
罪
を
指
す
（『
大
清
律
例
』

名
例
律
上
「
十
惡
」）。　〈
皂
隸
〉
衙
役
の
一
種
。
刑
の
執
行
な
ど
に
携
わ
っ
た
。　〈
枷
責
〉
こ
こ
で
は
「
枷
號
両
個
月
・
責
四
十
板
」
に
処

す
こ
と
を
枷
責
と
略
記
し
て
い
る
（『
大
清
律
例
』
刑
律
・
断
獄
上
「
獄
囚
衣
糧
」）。　〈
提
牢
官
〉
刑
部
の
属
官
。
刑
部
監
獄
の
管
理
を
つ
か
さ

ど
っ
た
。　〈
匣
牀
〉
刑
具
の
一
種
。
刑
徒
を
仰
臥
さ
せ
て
縛
り
付
け
、
身
動
き
が
取
れ
な
い
よ
う
に
す
る
も
の
。　〈
番
役
〉
罪
人
の
逮
捕

な
ど
に
携
わ
っ
た
衙
役
。　〈
以
枉
法
論
〉『
大
清
律
例
』
刑
律
・
受
贓
「
官
吏
受
財
」
の
規
程
に
よ
っ
て
罪
に
問
う
こ
と
を
言
う
。　〈
姦

汙
〉
姦
汚
に
同
じ
。

④ 

和 

訳

　
お
よ
そ
監
獄
に
は
、
内
監
が
あ
り
［
強
盗
お
よ
び
斬
・
絞
の
重
罪
人
は
こ
こ
に
収
容
す
る
］、
外
監
が
あ
り
［
充
軍
と
流
刑
以
下
の
軽
罪

人
は
こ
こ
に
収
容
す
る
。
監
獄
の
外
壁
に
は
い
ば
ら
の
と
げ
を
巡
ら
せ
、
積
み
上
げ
て
お
く
。
内
監
と
外
監
は
す
べ
て
垣
根
で
隔
て
る
］、

女
監
が
あ
り
［
婦
人
の
姦
罪
を
犯
し
た
者
お
よ
び
実
犯
死
罪
の
者
は
こ
こ
に
収
容
す
る
。
そ
れ
以
外
の
雑
多
な
罪
を
犯
し
た
者
は
、
本
夫

に
責
任
を
持
っ
て
拘
束
さ
せ
、
夫
の
い
な
い
者
は
、
服
制
関
係
に
あ
る
親
属
や
近
隣
の
者
に
責
任
を
持
た
せ
て
、
保
証
を
取
っ
て
拘
束
さ

せ
、
衙
門
で
の
吟
味
ま
で
待
機
さ
せ
る
］、
罪
囚
を
区
別
し
て
繋
ぐ
［
あ
る
い
は
拘
束
具
を
用
い
て
収
容
し
、
あ
る
い
は
拘
束
具
を
用
い
ず

に
収
容
す
る
。
官
犯
の
公
罪
を
犯
し
て
流
刑
以
下
の
者
、
私
罪
を
犯
し
て
杖
刑
以
下
の
者
、
軍
民
の
軽
罪
の
者
、
老
人
・
幼
児
・
廃
疾
の
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者
は
皆
な
拘
束
具
を
用
い
ず
に
収
容
す
る
］。

　
時
期
に
応
じ
て
衣
糧
を
支
給
し
［
監
禁
し
て
い
る
囚
人
に
は
、
日
々
倉
米
一
升
を
支
給
し
、
冬
に
は
綿
入
れ
一
着
を
支
給
す
る
。
鎖
と

手
枷
は
常
に
洗
滌
す
べ
き
で
あ
り
、
座
席
と
む
し
ろ
は
常
に
敷
き
置
く
べ
き
で
あ
る
。
冬
に
は
オ
ン
ド
ル
を
設
け
、
夏
に
は
冷
た
い
飲
み

物
を
用
意
す
る
。
夜
回
り
の
獄
卒
に
は
、
夜
、
灯
油
を
給
付
す
る
。
す
べ
て
当
該
官
庁
の
公
費
か
ら
支
給
し
、
獄
官
は
あ
ら
か
じ
め
申
告

し
て
支
給
を
受
け
て
お
き
、
不
足
し
た
り
誤
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
倉
に
赴
い
て
受
け
取
る
囚
糧
に
は
、
一
石
ご
と
に
輸
送
経
費
と

し
て
銀
五
分
を
支
給
す
る
。〔
府
・
省
な
ど
で
の
〕
覆
審
の
た
め
に
順
次
送
ら
れ
る
罪
人
に
は
、
路
程
に
応
じ
て
口
糧
を
支
給
す
る
。
真
冬

に
な
っ
て
護
送
を
停
止
す
る
場
合
に
は
、
一
人
ご
と
に
衣
服
と
帽
子
を
支
給
す
る
。
五
城
兵
馬
司
に
拘
禁
さ
れ
る
罪
人
、
お
よ
び
刑
部
が

各
清
吏
司
に
送
っ
た
枷
号
や
審
理
待
ち
等
の
罪
人
で
、
本
当
に
赤
貧
で
、
家
属
が
食
糧
を
送
っ
て
こ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
一
人
に
つ
き

日
々
古
米
一
升
を
支
給
し
、
季
節
ご
と
に
帳
簿
を
造
っ
て
戸
部
に
送
っ
て
報
告
し
、
そ
の
確
認
を
受
け
た
う
え
で
決
算
す
る
。
お
よ
そ
斬
・

絞
の
重
罪
人
、
お
よ
び
充
軍
・
流
刑
・
発
遣
の
罪
人
で
、
監
獄
に
い
る
者
お
よ
び
解
審
の
た
め
に
送
ら
れ
る
者
や
配
所
に
送
ら
れ
る
者
に

は
、
と
も
に
赤
い
衣
を
着
用
さ
せ
る
］、

　
疾
病
を
治
療
し
［
内
外
監
獄
で
は
、
罪
囚
の
疾
病
を
治
療
す
る
た
め
に
、
官
は
薬
を
給
付
し
、
医
生
二
名
を
選
任
し
て
、
年
末
に
優
劣

を
考
察
す
る
。
も
し
治
療
し
て
回
復
す
る
者
が
多
け
れ
ば
、
例
に
照
ら
し
て
六
年
の
任
期
満
了
を
ま
っ
て
、
京
師
で
は
〔
太
医
院
の
〕
吏

目
に
任
命
し
、
地
方
で
は
〔
州
の
〕
典
科
・〔
県
の
〕
訓
科
に
任
命
す
る
。
治
療
で
き
ず
に
病
死
す
る
こ
と
が
多
い
者
に
つ
い
て
は
、
た
だ

ち
に
処
分
し
て
職
を
辞
め
さ
せ
、
交
替
さ
せ
る
。
徒
罪
以
下
の
罪
人
が
病
を
患
っ
た
時
に
は
、
監
獄
の
担
当
官
が
は
っ
き
り
報
告
し
、
審

理
の
担
当
官
は
た
だ
ち
に
監
獄
に
赴
い
て
事
実
か
否
か
を
検
査
し
、
当
該
の
地
方
官
に
命
じ
て
確
実
な
保
証
人
を
取
っ
た
う
え
で
、
保
釈

し
て
治
療
さ
せ
る
。
病
か
ら
回
復
す
る
の
を
ま
ち
、
た
だ
ち
に
監
獄
に
送
っ
て
結
審
さ
せ
る
。
も
し
旗
人
で
あ
れ
ば
、
当
該
の
佐
領
・
驍

騎
校
に
命
じ
て
保
証
を
取
ら
せ
る
。
地
方
を
護
送
さ
れ
て
い
る
罪
人
で
、
保
証
人
に
よ
る
保
釈
が
で
き
な
い
者
は
、
罪
人
を
外
監
に
拘
束

具
を
付
け
ず
に
収
容
し
、
配
慮
し
て
治
療
さ
せ
る
。
監
獄
の
担
当
官
が
報
告
し
な
か
っ
た
り
、
審
理
の
担
当
官
が
検
査
・
保
釈
し
な
か
っ
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た
り
す
れ
ば
、「
淹
禁
」
と
し
て
罪
に
問
う
。
犯
人
が
病
気
で
は
な
い
の
に
、
獄
卒
や
医
生
と
結
託
し
て
病
気
で
あ
る
と
偽
っ
た
り
、
病
気

か
ら
す
で
に
回
復
し
て
い
る
の
に
、
管
理
す
べ
き
官
が
た
だ
ち
に
送
監
し
な
か
っ
た
り
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
「
詐
病
避
事
」
と
し
て
罪

に
問
う
。
督
撫
が
監
獄
で
死
亡
し
た
罪
人
に
つ
い
て
題
本
で
報
告
す
る
際
に
は
、
必
ず
犯
し
た
罪
名
、
患
っ
た
病
の
証
拠
、
お
よ
び
陵
辱
・

虐
待
の
有
無
、
か
つ
て
保
釈
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
否
か
を
、
逐
一
声
明
す
る
］、

　
防
備
を
厳
重
に
し
［
強
盗
・
十
悪
・
謀
故
殺
の
重
罪
人
に
は
、
鉄
鎖
・
手
枷
・
足
枷
を
そ
れ
ぞ
れ
三
件
ず
つ
用
い
る
。
そ
の
他
の
闘
殴

や
人
命
に
か
か
わ
る
事
案
の
罪
人
、
お
よ
び
充
軍
・
流
刑
・
徒
刑
等
の
罪
人
に
は
、
た
だ
鉄
鎖
・
手
枷
・
足
枷
を
そ
れ
ぞ
れ
一
件
ず
つ
用

い
る
。
笞
刑
・
杖
刑
等
の
罪
人
に
は
、
た
だ
鉄
鎖
一
本
の
み
を
用
い
る
。
軽
罪
人
に
対
し
て
濫
り
に
重
い
鎖
を
用
い
た
り
、
重
罪
人
に
対

し
て
ひ
そ
か
に
軽
い
鎖
を
用
い
た
り
す
る
、
ま
た
〔
拘
束
具
を
〕
三
件
と
す
べ
き
者
に
九
件
を
科
し
た
り
、
九
件
と
す
べ
き
者
に
三
件
を

科
す
の
ご
と
き
は
、
監
獄
の
担
当
官
は
題
本
に
て
弾
劾
し
、
獄
卒
は
罷
免
す
る
。
お
よ
そ
罪
人
を
獲
え
て
衙
門
に
連
行
し
た
時
、
お
よ
び

〔
府
・
省
な
ど
で
の
〕
覆
審
を
終
え
て
罪
人
が
送
り
返
さ
れ
て
き
た
時
、
州
県
官
は
衙
門
に
臨
ん
で
細
か
く
検
査
し
、
金
属
の
刃
物
な
ど
を

所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
、
は
じ
め
て
監
獄
に
入
れ
る
こ
と
を
許
す
。
お
よ
そ
敷
き
瓦
や
木
材
、
金
属
の
食
器
の
類
は
、
獄
卒
が
混
入
し
て

持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。
酒
を
買
っ
て
監
獄
に
持
ち
込
む
者
が
い
れ
ば
、
獄
卒
を
厳
し
く
処
罰
し
て
取
り
調
べ
よ
。
皂
隷
や
官
員
の
家

僕
人
等
は
、
ほ
し
い
ま
ま
に
監
獄
に
出
入
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
監
禁
さ
れ
て
い
る
罪
人
の
祖
父
と
父
・
伯
叔
・
兄
弟
・
妻
と
子
は
、
一

か
月
に
二
回
の
面
会
を
許
す
が
、
随
行
す
る
使
用
人
は
、
二
名
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
面
会
後
は
た
だ
ち
に
退
出
し
、
長
く
留
ま
っ
て

は
な
ら
な
い
。
飲
料
や
食
料
を
送
る
者
が
い
れ
ば
、〔
刑
部
の
〕
提
牢
官
が
検
査
し
、
獄
卒
が
転
送
す
る
。
盗
犯
の
家
族
は
、
監
獄
の
門
か

ら
入
っ
て
面
会
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
違
反
す
る
者
は
枷
号
の
う
え
責
板
に
処
し
、
官
吏
は
弾
劾
し
て
処
分
す
る
。
獄
囚
に
は
灯
油
を
支

給
し
て
は
な
ら
な
い
。
内
外
監
は
い
ず
れ
も
日
除
け
棚
で
覆
っ
て
は
な
ら
な
い
。
斬
絞
の
監
候
の
罪
人
は
、
秋
審
の
た
び
に
、
監
獄
の
担

当
官
に
責
任
を
持
っ
て
監
視
さ
せ
て
髪
を
剃
り
、
充
軍
・
流
刑
の
罪
人
は
、
季
節
ご
と
に
髪
を
剃
ら
せ
る
。
な
お
頭
頂
部
に
一
片
の
髪
を

留
め
さ
せ
る
。
秋
審
の
た
め
に
身
柄
を
省
に
送
る
者
に
つ
い
て
は
、
必
ず
審
理
が
終
わ
っ
て
送
り
返
さ
れ
て
く
る
の
を
待
っ
た
後
に
、
は
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じ
め
て
髪
を
剃
る
こ
と
を
許
す
］、

　
陵
辱
・
虐
待
を
い
ま
し
め
る
［
獄
内
で
は
匣
牀
の
使
用
を
禁
ず
る
。
官
員
が
恣
意
的
に
病
気
を
訴
え
る
呈
文
を
取
り
、〔
病
死
と
見
せ
か

け
て
〕
監
犯
を
殺
害
し
た
場
合
に
は
、「
謀
殺
造
意
」
と
し
て
罪
に
問
う
。
監
獄
の
担
当
官
や
獄
卒
が
こ
れ
に
従
っ
て
手
を
下
せ
ば
、「
從

而
加
功
」
と
し
て
罪
に
問
う
。
獄
卒
が
罪
人
の
か
た
き
の
家
か
ら
賄
賂
に
よ
る
嘱
託
を
受
け
、
罪
人
を
謀
殺
す
れ
ば
、
ま
た
「
謀
殺
」
と

し
て
罪
に
問
う
。
番
役
が
死
刑
の
罪
人
に
不
当
な
拷
問
を
加
え
た
場
合
に
は
、
枷
号
の
う
え
杖
刑
に
処
す
。
充
軍
・
流
刑
以
下
の
罪
人
に

不
当
な
拷
問
を
加
え
た
場
合
に
は
、
順
次
処
罰
を
加
重
し
て
い
く
。
銀
や
銭
を
強
請
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
金
額
を
計
っ
て
「
枉
法
」
と

し
て
罪
に
問
う
。
護
送
中
の
罪
人
に
つ
い
て
は
、
護
送
す
る
衙
役
が
ほ
し
い
ま
ま
に
手
枷
や
足
枷
を
科
し
、
非
法
に
乱
打
し
、
財
物
を
探

し
出
し
、
衣
服
を
剥
脱
し
、
迫
っ
て
死
傷
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
犯
人
の
妻
女
を
け
が
し
た
者
の
類
は
、
例
に
照
ら
し
て
重
く
処
罰
す
る
。

す
べ
て
の
被
害
を
受
け
た
罪
人
は
、
各
地
の
衙
門
に
控
告
す
る
こ
と
を
許
す
］。

【
解
説
】

　
こ
こ
で
は
監
獄
の
種
別
、
囚
人
に
対
す
る
衣
糧
の
給
付
、
囚
人
の
病
気
へ
の
対
応
、
そ
の
他
監
獄
管
理
に
関
す
る
事
柄
が
、
主
と
し
て

夾
註
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
実
は
こ
の
夾
註
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
記
事
は
、
そ
の
大
半
が
『
大
清
律
例
』
の
条
文
に
由
来
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
最
初
の
「
有
内
監
」
に
は
「
強
盗
お
よ
び
斬
・
絞
の
重
罪
人
は
こ
こ
に
収
容
す
る
（
强
盜
及
斬
絞
重
犯
居
之
）」、「
有
外
監
」
に
は

「
充
軍
と
流
刑
以
下
の
軽
罪
人
は
こ
こ
に
収
容
す
る
（
軍
流
以
下
輕
罪
居
之
）」
と
註
記
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
次
の
獄
囚
脱

監
及
反
獄
在
逃
律
条
例
を
再
編
成
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

一
、
各
處
監
獄
、
俱
分
建
內
外
兩
處
。
强
盜
并
斬
絞
重
犯
、
俱
禁
內
監
。
軍
流
以
下
、
俱
禁
外
監
。
再
另
置
一
室
、
以
禁
女
犯
。

ま
た
、
外
監
の
註
の
後
半
に
見
え
る
「
監
獄
の
外
壁
に
は
い
ば
ら
の
と
げ
を
巡
ら
せ
、
積
み
上
げ
て
お
く
。
内
監
と
外
監
は
す
べ
て
垣
根

で
隔
て
る
（
監
獄
外
垣
周
堆
棘
刺
。
內
外
監
皆
隔
以
垣
牆
）」
に
つ
い
て
は
、
律
例
中
に
対
応
す
る
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
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後
の
女
監
に
附
さ
れ
る
註
は
、
婦
人
犯
罪
律
の
律
文
に

凡
婦
人
犯
罪
、
除
犯
姦
及
死
罪
收
禁
外
、
其
餘
雜
犯
、
責
付
本
夫
收
管
。
如
無
夫
者
、
責
付
有
服
親
屬
隣
里
保
管
、
隨
衙
聽
候
。

と
あ
る
の
を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
罪
囚
を
区
別
し
て
繫
ぐ
（
別
其
罪
囚
而
繫
之
）」
の
註
も
、
囚
応
禁
而
不
禁
律
の
小
註
「
官

犯
の
公
罪
・
私
罪
、
軍
民
の
軽
罪
、
老
幼
廃
疾
は
、
拘
束
具
を
用
い
ず
に
監
禁
す
る
（
官
犯
公
私
罪
、
軍
民
輕
罪
、
老
幼
廢
疾
、
散
禁
）」
お
よ

び
同
条
に
対
す
る
『
大
清
律
集
解
附
例
』
の
律
後
註
「
官
犯
の
私
罪
を
犯
し
て
杖
刑
以
下
の
も
の
、
公
罪
を
犯
し
て
流
刑
以
下
の
も
の
の

若
き
は
（
中
略
）
皆
な
拘
束
具
を
用
い
ず
に
収
容
し
て
監
禁
す
る
（
若
官
犯
私
罪
杖
以
下
、
公
罪
流
以
下
（
中
略
）
皆
散
收
押
禁
）」
を
、
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
「
時
期
に
応
じ
て
衣
糧
を
支
給
し
（
以
時
給
其
衣
糧
）」
以
下
の
註
も
、
獄
囚
脱
監
及
反
獄
在
逃
律
、
凌
虐
罪
囚

律
、
主
守
教
囚
反
異
律
、
獄
囚
衣
糧
律
の
条
例
に
基
づ
い
て
い
る
（「
嚴
其
防
範
」
の
註
に
は
、
一
部
、
律
例
に
対
応
記
事
が
見
え
な
い
文
言
が
含

ま
れ
る
）。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
光
緒
『
大
清
会
典
』
の
監
獄
関
連
記
事
の
大
半
は
、『
大
清
律
例
』
の
監
獄
関
連
規
定
を
集
約
・
再
編
し
た
も
の
と

い
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
律
例
と
会
典
の
記
事
を
引
き
比
べ
て
み
る
と
、
随
所
で
省
略
や
語
の
置
き
換
え
、
文
の
並
べ
替
え
等
が
施
さ
れ

て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
文
意
が
正
確
に
伝
わ
ら
な
い
お
そ
れ
も
あ
る
。
会
典
の
記
事
を
精
読
す
る
際
に
は
、
律
例
や
各
部
院
則
例
な

ど
を
座
右
に
備
え
、
相
互
に
記
事
の
対
照
を
行
う
の
が
無
難
で
あ
ろ
う
。

【
書
式
】

　
右
の
引
用
部
で
は
、
本
文
は
「
お
よ
そ
監
獄
に
は
、
内
監
が
あ
り
、
外
監
が
あ
り
、
女
監
が
あ
り
、
罪
囚
を
区
別
し
て
繋
ぐ
。
時
期
に

応
じ
て
衣
糧
を
支
給
し
、
疾
病
を
治
療
し
、
防
備
を
厳
重
に
し
、
陵
辱
・
虐
待
を
い
ま
し
め
る
（
凡
監
獄
、
有
內
監
、
有
外
監
、
有
女
監
。
別

其
罪
囚
而
繫
之
。
以
時
給
其
衣
糧
、
治
其
疾
病
、
嚴
其
防
範
、
懲
其
陵
虐
）」
と
、
い
た
っ
て
簡
略
で
あ
る
が
、
光
緒
『
大
清
会
典
』
で
は
、
こ
の

本
文
に
細
密
な
註
が
夾
み
こ
ま
れ
る
形
式
が
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
は
嘉
慶
・
光
緒
の
会
典
の
特
徴
で
あ
り
、【
解
説
】
で
も
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触
れ
た
よ
う
に
個
別
の
規
程
・
先
例
の
多
く
は
註
の
な
か
に
列
記
さ
れ
る
。
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